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D.  「アメリカ体制」の 経済的効果 

(1) 問題の所在 

これまで，われわれは ，本論文 第 Ⅲ章で， ア 

メリカ合衆国における 1820 年代の経済政策の 体 

系 ( い わ りる 「アメリカ体制」 (AMERICAN SYS- 

TEM) を，第一匹，政策体系そのものについて 論 

じ ，その成立の 必然性を考察した 1,. ついで第二 

に，かかる政策体系によってもたらされる 政治 

的・社会的諸結果を ，一つは「移民問題」との 関 

連で，いま一つは ，連邦政府と 州政府と民衆その 

ものの間で構成される ，緊張関係Ⅴ こ 立つ三次元 

の「主権 問題」との関連で 考察し ジャクソン 

期から南北戦争 期 までのあ いだに顕在化してく 

るこの時期の 複雑な利害状況を 解明したり・そ 

こで，最後に ，第三に， この政策体系の 歴史的 

意義を明らかにしたい・ 本号 (F 横浜経営研究 よ 

Ⅸ /3) を含め， 以下，前後 4 ～ 5 回し分けて考 

察される「アメリカ 体制」の経済的効果に 関す 

る分析は，その 目的 ( 「アメリカ体制」の 歴史的意 

義の解明 ) にあ てられる， 

ここで，われわれは ， 「国家」の進める 経済 

政策を，国民経済の 構造変革を目的とする 長期 

展望のもの ( 例えば「開放体制」から「閉鎖体制」 

へ ，あ るいは「貿易依存型」から「内需依存型」 へ， 

あ るいはまた「拡大均衡型」から「縮小均衡型」 へ， 

等々 ) と ，産業循環 仁 対応する短期の 景気対策 

とを区別しなければならない・ 

このことは，今日の 経済学では当然のことと 

理解されている・ しかし 1820 年代のアメリ ヵ 

合衆国では， まだ 戟然 と区別されていなかった 

ばかりか，混同されてさえいた・ も う 少し正確 

にいえば，古典派経済学 (D. リヵ一ドの 経済学 ) 

に立脚したイギリスの 経済政策に対して ，独自 

の 政策体系 (system) をもって対抗しようとし 

た政策体系は ， 本来，構造的性格のものであ り 

ながら，短期の「循環的」性格をもった 景気対 

策だと意識された・「アメリカ 体制」は，そう 
シ ス テ ム 

い う 意味で，性格上複雑な 政策体系として 構築 

された． 

そこで，以下， このような問題を 意識に留め 

て， 「アメリカ体制」の 経済的効果   その歴 

史的意義   を考察してゆきたい・ 

(2) 1820 年代の合衆国の 産業循環 

a. 1819 年恐慌からの 回復要因 

1820 年代のアメリカの 産業循環は， 1819 年の 

アメリカ恐慌 ( アメリカ合衆国における 最初の資本 

主義恐慌 ) から始まった 3). この恐慌は， 同年 

イギリスで起こった 恐慌と密接に 関連していた 

ものであ ったが，合衆国に 深刻な不況をもたら 

した， 1810 年代に支配的であ ったかの商品投機 

と土地投機が 完全に崩壊し 去っただけでほ な 

い ・ 1810 年代の景気上昇を 強力に刺激した 国内 
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開発（internalimprovements）も低迷した．1820  

年代初期の合衆国は，こうして不況一色忙塗り  

つぶされた．  

「東部」では，当時としては巨大な一部の木  

綿工場（いわゆる「ウォルサム型」のそれ）を除い  

て，製造業が沈滞し続け，旧来の生産方法に頼  

る家内工業や小工場は，大きな打撃を受けたま  

ま操業縮小，またほ操業停止の状態にあった．  

「西部」では，1810年代後半の好況期にオハ  

イオ漠谷に移住した人々が，諸外国（とくにイギ  

リス）の穀物輸入制限（イギリスの「穀物法」を想  

起されたい）に遭遇し，自分たちの主要作物で  

ある穀物や小麦粉の捌け口を失って，価格が暴  

落し（第1図参照），不況脱出の機会を掴めない  

ままの状態にあった．  

「南部」でも，アラ／ミマ，ミシシッピの「新南  

部」が，土地投機の打撃を受けて困窮状態に陥  

っていただげでなく，サウスカFライナ，ジョ  

ージアの旧「南部」も，景気回復に大きな影響  

力をもつ原綿輸出が，イギリスの景気低迷で伸  

び悩み，価格も急落したために（第1図参照），  

1823年になっても，不況から脱出することがで  

きなかった4）．   

このようななかで景気の回復を決定づけたも  

のに大きく二つの要因があった．昇一は，国内的  

安国であった．第二は，海外的要因であった．   

第一の国内的要因のうち決定的に重要なもり  

は，新興木綿工業の回復であった．在来産業の  

毛織物工業および製鉄・鉄工業がその後も長い  

あいだ低迷を続ける中，木綿工業は，早くも  

1821年末から，22年頃に不況からの脱出を鮮明  

にする．それは，新型機械の採用と原綿価格の低  

落，そして，1816年関税法の恩恵（租綿布の輸入  

防過を目的とした，「最低評価額規定原則」の通用）  

をバネにしてい羊二．   

新型機械の導入は，この時期，ニューイソグ  

ラソド南部（ロードアイランド州およぴマサチエウ  

セッツ州南部）の木綿工場経営者（いわゆる「ロ  

ードアイランド塑」木綿工場主一主として「アー  

クライ†型紡績工場」に立脚）による力織機導入  

をテコとしていた5）．これらニュ【イソグラン  

ド南部の経営者は，この不況期に，同地方北部  

の経営者（ボストン商人によって設立されたいわゆ  

る「ウォルサム塑」木綿工場主）との競争上，後  

者がすでに1810年代なかはに採用していた当時  

としては斬新な経営形態（紡織一真の統合経営）  

を積極的に導入して，不況脱出の生産力的条件  

を整備しただけではない．「ウォルサム型」工  

場主が恐慌前に取得していた関税法（綿製品，と  

くに粗製綿布の輸入に対して阻止的役割を果した  
18ユ6年関税法）8）のメリットをも自らのものとし  

羊二．   

木綿工業のこのような急速な回復は，他産業  

の関係者や政策担当者に，技術や経営組織の改  

善とならんで，関税引上げ政策を不況から脱出  

するための万能薬のように意識させた．かく  

て，木綿工業は，この時期，アメリカ産業化推  

進の，そして不況回避の，モデル産業となった  

のであった．   

木綿工業は，その後，1820年代を通じて順調  

に発達し続けた．1825年イギリス恐慌の影響の  

もとに毛織物工業が苦境に囁くヰにも，この産  

業は活況を続けた．1820年代のアメリカ木綿工  

業にやや翳りが生じたのは1828年後半から1829  

年初めに過ぎない．この一時期（1828－ゼ9年），一ア  

メリカ木綿工業ほ，販路梗塞のため製品価格が  

急落し，利潤率も低下したが，経営者による新  

型機械の積極的導入と賃金低落によってこの苦  

境を克服し，1830年春頃からの新しい発展につ  

ながっていった．1830年代初めの好況期に，木  

綿工業にとっての仕上工程である捺染業も近代  

産業として急速に勃興することになった丁）．   

第二の海外要因のうち，目立った要因は，何  

といってもイギリスの景気回復に伴う「南部」  
に対する原綿需要の増大であった．   

後に見るように，この時期の産業循環の一つ  

の決定的に重要な特徴は，景気回復・展開を主  
導した両要因が，さまざまな複雑に絡み合った  

政治的要因に作用されて，必ずしも同時性を  
もち得なかったことであった．不況克服をめぐ  

・
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第 1 図 1811-40 年の主要生産物の 卸売価格 

百万ドル 

34- 

4 - 原毛 

2 - 

                            
1811  1813  1815  1817  1819  1821  1823  1825  1827  1829  1831  1833  1835  1837  1839  年 

*  小麦の単位は 0 ・ 1  ドル /1 ブッシェル 笘 原綿の単位は 工 ct,/1 ぬ 

**  小麦粉の単位は 1 ドル /100 は     

*** 砂糖の単位は Ict./1 め   ******  綿布の単位は 1 ドル ハ yd, 

棄糞 棄 * 釘の単位丹ょ ェ け し / ㏄ め ・ 

出典 U. S. Department of Commerce, Histo Ⅰ だ乙 Ⅰ S サ乙 古び 助 imS が亡ん ゼひれ tte イ ゴ % 正サ a 廿 85, 

Colo れ ia Ⅰ Ti 刀り es  to  7970 ， Pt. l.  Washington, D. C. Ⅰ 975,  p.209. 

る 経済的利害の 対立が経済政策の 立案に影をお 伏線に過ぎないことを ，意識に留めておいて 頂 

とし，景気回復・ 展開を主導する 両 要因の同時 きたい． 

的 作用をチェック し 合 う ことになったことは ， ここでは， ェリ ・ ア ・メン ヂ リソン『 恐 ，涜の 

注目に値する 事柄であ る・ しかし， この事実 理論と歴史』 ( 飯田貫一・ 千 館利雄・山本正美・ 平 

は ， まだここでは ， 以下の論理展開のたんなる 口重明記，青木書店， 1960 年 ) 第 2 分冊， および， 
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ノ ガン・ " ラ ノーフスキ一口新訳英国恐慌 史 ていた」・同時に 多くの重要作物 ・・・・ ( とりわけ綿花 ・・ ) 

論 J ( 救仁郷繁訳 ，ぺりかん 社 ， 1972 年 ) から， こ 

の時期のイギリスの 景気回復と，そのアメリカ 
経済への影響を 示唆する史実を ，われわれの 観 

点から抜書きし ，整理する作業に 沈潜しょう・ 

第 ㍉イギリスにおける 1819 年恐慌からの 脱 

出は，それぞれの 工業部門で，時間差をもち ， 

不均等に進展した・「好況がはじまったのは ，   
綿花の加工では 1820 年，羊毛工業では 1821 年， 

製鉄業では 1822 年であ った・ 1822 年の夏ごろに 

は ，好況は全般的な 工業の盛況に 進展した」・ 

だが，盛況はながく 続かず， 「 1824 年末には恐 

慌のち か づくきざしがあ らわれ， 1825 年秋には 

恐慌はすでに 職別をきわめていた」的， ( 傍点 一 

楠井 ) 

第二・ 1825 年恐慌まえの 盛況の基礎となった 

のは，機械に よ る手労働のいっそ う の駆逐 と ， 

それがひ き おこした工場建設であ った・盛況が 

全般的になりそれが 投機的な ブ （ ムに 転化する 

のを助長したものに ，二つの事情があ った ， 一 

つは国内における 貨幣資本の潤沢であ り，いま   
一つは中南米諸国への 資本と商品の 輸出の突然   
の拡大であ った 鈴 ・ ( 傍点一穂 井 ) 

スペイン，ポルトガル 両国からの南米諸国の 

独立 (1823 年 ) は ， 「イギリス人の 企業意欲とイ 

ギリス資本とにとって ， きわめて重要な 新天地 

を開いた」・「イギリス 資本がまるでダムの 水門 

から奔流する 水のごとく，新しく 開けた市場へ 

殺到した」・「 18 初年以後のロンドン 取引所在は 

南米諸国の有価証券が 満ち 溢 れた」，。 ，・ 

第三．「覚国有価証券に 対して始まった 投機 

熱が ，国内市場にも 伝染した・鉄道，運河の 建 

設，汽船航路の 開設，ガス会社や 保険会社， 銀 

行 ，工場，その 他の設立など ，数え切れないほ 

ど事業計画が 続々と発表された」 "). 

第四・産業界についてみれば ，「その活気は 

取引所投機者たちの 気違いじみた 投機とはまっ 

たく違っ」ていた・ しかし， 若 千の変化が進展 

していた．まず ， 「あ らゆる種類の 原料在庫が， 

過去 1 年間の激しい 消費の結果，著しく 減少し 

  
に 対する需要が 急増し収穫量だけで 間に合わ 

なくなるだ る らといら危惧 さど 生じていた・ 

18% 年初めから商品価格が 急騰 し 始め， 7 月に 

は最高水準に 達した・編製品は 23% も値上がり   

した．綿花は 投機の対象となり 値上がりした "). 

「綿花 商 のみならず，製造業者もまた ，綿花の 

価格をさらに 吊り上」 げようと 狙って，「普通 
の需要を遥かに 上回るほど大量の 在庫綿花を買   
付けた」・ このため， リバプールにおける 綿花     
相場は ， 急テンポで上昇した ， 3). ( 傍点 一 柄井 ) 

第五・「 1825 年にはイギリスの 商品価格が大 

幅に上昇したため ，同年の商品輸入量は 17 パー 

セント増加したのに 対して，輸出量は 3 パーセ 

ソト 減少した・したがって ，イギリスの 外国貿 

易 には次のような 変化が起こった   輸入が著 

しく増加し輸出が 減少した……・ このことが 

それにつづいて 現われたすべての 事態の出発点 

となった．それらの 事態は必然的に 続々 と現わ 

れて，イギリスの 商工業を完全に 不振におとし 

いれた．・…‥輸入増大がイギリスの 国際収支を 

悪化させた・イギリスから 国外へ金が流出し 始 

め，イソグランド 銀行の正貨準備が 急減して， 

同銀行が紙幣の 克換を停止せねばならないほど 

の 危険状態に迫られた」 "). ( 傍点 …は 稲井 ) 

イギリスで起こった 1825 年恐慌は， 研究史 

上，最初の「近代的恐慌」として 特徴 づ げられ 

ている． それは， それ以前の恐慌 ( 「初期恐慌」 

( あ るいは重商主義恐慌とも 呼ぼれている コや 「過渡 

的恐慌」 ( 産業革命期のイギリスで 起こった恐慌で ， 

「初期恐慌」の 性格と「近代的恐慌」の 性格の一部を 

併せもっていた 恐慌 コ ) と異なって，商品取引所や 

証券取引所で 起こつ た 投機の崩壊に 起因する 恐 

慌 でなく，工場 制 生産を基礎にした ，まさしく貫 
木主義生産の 矛盾として発生した 最初の恐慌で 

あ ったからであ る・イギリスの 産業企業家は ， 

この年史上初めて ， この ょ 5 な 性格を備えた 恐 

慌を経験した・すなわち ，資本主義産業企業家 
の 最大の関心事であ る，生産と蓄積の 拡大に よ 

る企業利潤の 最大限の追求が ，生産および 蓄積 
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のあ る段階を超えると 逆にコストの 増大のみを 

導 き 出し本来企業利潤の 追求のために 行われ 

る筈の資本主義生産と 蓄積をまったく 無意味な 

ものにしてしまう 事態に直面したのであ る・ 

先に抜書きした 短かい文面からは ， 1825 年 イ 

ギリス恐慌のこの ょう な特徴は読みとって 頂け 

なかったかも 知れない・ しかし，経験的歴史事 

実の示すところ ， その後イギリスでは ，循環的 

性格をもったほぼ 10 年周期の恐慌が ， この ょぅ 

な 特徴をもって ， 1873 年恐慌まで繰り 返えし発 

生することになった・ 

1820 年代のアメリ ヵ 合衆国は ， 他でもなくま 

さにこのような 世界史的状況のなかで ， 1819 年 

恐慌後の深刻な 不況回復政策を 追求していたと 

ころに特徴があ った・恐慌がどのようなメカニ 

ズムで発生するものか ，それが循環性と 周期性 

をもって絶えず 襲いかかる経済的病理現象であ 

るのかどうか・   その当時のアメリカ 人の誰 

も ， 恐らく十分に 理解できていなかったであ ろ 

ぅ ．だが，多くのアメリカ 人は，眼双に 展開す 

る，恐慌から 不況へ展開するこの 経済的現実 

に，可能なかぎり 対処しなければならないと 感 

じていた． 

ところで，上に 試みた抜書きからわれわれ ば 

つぎの事柄を 確認しておかねばならない・それ 

は， 1820 年代のイギリスの 経済発展のパターソ 

が ， 1810 年代 ( とくにナポレオン 戦争後 ) および 

1830 年代のそれといささか 異なっていたことで 

あ る． 

1810 年代および 1830 年代には， イギリスは， 

遊休資金および 過剰製品の多くを 合衆国に向け 

た・ しかし 1820 年代には，イギリスの 遊休 資 

金 および過剰製品の 多くは，南米市場に 向かっ 

ナ， Ⅰ     これが， われわれがここで 注目して ぃ 

るパターンの 相違に関する 事実であ る， 

中南米諸国の 独立というイギリス 資本にとっ 

て劃期的ともいえる 新しい市場機会が ， この ょ 

う な条件を作り 出したことは 確かであ る   多く 

の論者は，通常，そのように 論じている・だ 

が， その相違は ， 果してそれだけの 原因に よ る 

ものだったのだろうか・ 「アメリカ体制」とい 

ぅ 1820 年代に進められた 不況克服政策， あ るい 

は恐慌Ⅰ不況回避政策が ， この ょう な条件を作 

り出した別の 原因だったのではなかったろ う 

か ．われわれは ， はじめから， この ょう な厄介 

な問題を提出してしまった・そこでわれわれ ば 

この問題に何らかの 回答を下すために ， も 5 暫 

く事実に即して ， 1820 年代の ァメリヵ 経済の実 

態を巨視的に 検討しておかねばならない   

b, 貿易，貨幣市場，物価動向からみた ， 

1820 年代のアメリカの 産業 循醸 

第 1 表 は 「 1826 年のイギリスの 輸出入」， 第 

2 表は 1820 年代前後のイギリスの 輸出市場を表 

示したものであ る・二つの表の 出所は，形態の 

類似性から判断して ， いずれもイギリスの 議会 

資料 (ParIiamenta 呼 document) を典拠にしている 

ものと考えてよい⑤． 

第 1 表および第 2 表を比較して 明らかになる 

ことは， 1826 年のイギリスの 対米輸出額が ， 

1816-20 年の平均値および 1832-36 年の平均値と 

比較して，絶対 額 においても，輸出総額に 占め 

る割合においても ， 格段に低下している 事実で 

あ る． 

1826 年のイギリスの 対米輸出額は ，英領植民 

地からのものを 含めて， 5.3 百万ポンドであ っ 

たので， 1816-20 年の 7.0 百万ポンドに 比較して 

24.3% 減少， 1832-36 年の 8.6 百万ポンドに 比較 

すると実に 38.4% の減少となっている． また， 

1826 年の対米輸出の 輸出総額に占める 割合は 

10.4% にすぎなかったので ，これも同様， 1816- 

20 年の 17.4%,  1832-36 年の 19.7%  と比較して， 

格段 ヰこ 低い値となっていることに 注目された 

い     
1820 年代のイギリスの 対米貿易が， これを 挟   

む 二つの 10 年間と較べて 著しく低かったという 

上に明らかにされた 事実は， 1820 年代の合衆国 

の産業循環を 考える際に見逃すことの 出来ない 

大切な事柄であ るといわねばならない・ 

， 合衆国の経済発展に ・・・・・・・・・・・ 風ます海外要因 ， ・・・ ( イ ンパク 
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第 1 表 1826 年のイギリスの 輸出入 ( 単位子ポンドⅠ 

貿 易 相 手 国 

( ヨーロッパ ) 

ロ シ ア 

スウェーデン 

ノルウ ヱ イ 

デンマーク 

プロシヤ 

ド イ ツ 

ネ 一 デルランド 

フ ラ ンス 
ポルトガル等 

スペイン等 
ジブラルタル 島 

イ タ リ ア 

マルタ 島 

イオニア諸島 
ト ル コ 

ガ一 ンズ 島 

輸 出 額 
公式の輸入額 

アイルランドより ブリテン及び   英領植民地より   総 額 

      
2,986  (  8.3%  ) 

114 

64 

453 

1, ㏄ 7  (  2.8%  ) 
1,592  (  4.1%  ) 
1,396  (  3.9%  ) 
1,226  (  3.4%  ) 

509 

551 

40 

6%  (  1.7%  ) 
29 

93 

819 

189 

1,646@ (@ 4.1%) 
44 

63 

132 

156@ (@ 0.4%) 
6,521@ (16.2%) 
2,632  ( 6.5%  ) 

426@ (@ 1.1%) 
2,042 

334 

1,377 
3,222  (  7.9%  Ⅰ 

351 

22 

1,105 
259 

575  ( 5.7%  ) 
106 

35 

64 

411@ (@ 4.1%) 
2,352  (23.3%  Ⅰ 

2,326  (23.1%  Ⅰ 

656@ (@ 6.5%) 
Ⅰ 05 

229 
199 
965  (  9.6 く クてヲ Ⅰ 

75 
2 

68 

95 

2,221@ (@ 4.4%) 
150 

98 
Ⅰ 96 

567@ (@ 1.1%) 
8,873  (17.6%  ) 
4,958  ( 9.8%  Ⅰ 

1,082  (  2.1%  ) 
2,147 

563 
1.576 
4,187  ( 8.3%  ) 

426 

24 

1,173 
354 

と ⅡⅩ 計 @  @ ⅠⅠ， 693  (32.4%  Ⅰ   20,332・ | 8,263 (82.0%)   28,595・ 

( アジア ) 

インド及び中国 8,003 4,240 637 4,877 
蘭領インドネシア 84 208 61 269 

とユ Ⅱ 計   8,087  (22.4%  )  @  4.448  (1%.0%  )  @ 698  (  6.9%  )    5,146  ( Ⅰ 0.2%  Ⅰ 

( アフリカ ) 
希 望 峰 151 Ⅰ 72 23 195 

そ の 他 219 155 139 294 

りへ 計   370 ( 1.0%) | 327  (  0.8%  )  @                        489  (  0.9%  ) 

鯛 ヒアメリカ及び 西インド ) 
カ ナ ダ 

英領西インド 
外国領 西 インド 

アメリカ合衆国 

  

    

975 1,339 3 丁 工 1,650 
7,782 3,539 乃 4 3,793 

602 867 63 930 

4,984@ (13.8%) 5,115@ (12.7%) 148@ (@ 1.5%) 5,263@ (10.4%) 

4% Ⅱ 計   14,343 (39.7%)   10.860 (26.9%)    776  (  7.7%)   11,636 (23.1%) 

( 中南米 ) 
ブラジル 768 2,556 38 2,594 

メキシコ 101 610 58 668 
コロンビア 22 293 27 3% 
ペ ル ー 32 191 20 211 

チ リ 一 75 298 18 316 
アルゼンチン 266 416 6 422 

そ の 他 328   
Ⅰ 上 ・・ 上 

り 計 I@ 1,592@ (@4.4%)@ |@ 4,364@ (10.8%)   168@ (@1.6%)    4.532  (  8.9%  ) 

総 計 I 36,085 I 40 ， 331 I     Ⅰ 0.067 I 50.398   
，本表の数字は ，正確には 1827 年Ⅰ 同 5 日に終る過去 1 ヵ年間の数字であ る   

出典 Niles, weeek 奴 Registgrr, XXXIV, 1828, p.280 CR コ ・ 
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第 2 表 181642 年のイギリスの 輸出市場 ( 単位Ⅰ㏄ 万 ポンド ) 輸 出 先 1816 一 20 年 1832-36 年 1838-42 年 

。
 
ハ
 パ
カ
 ア
国
 ・
 
島
ド
国
 

 
 

 
  

 

Ⅰ
Ⅱ
 

 
 

ヨ
ヨ
 

北
 南
ア
 ア
ア
英
西
外
中
 

Ⅱ． 4  (28.8%  ) 

7.3  (18.1%  ) 

0 ． 4 

3.4  ( 8,4%) 

7.0  (17.4%) 

7.0  く Ⅰ 7,4%  Ⅰ 

1.O 

2.8  ( 6.9%  ) 

9.8  (22.4%  ) 

7.5  (17.2%  Ⅰ 

エ ． 1 

5.2  (1 Ⅰ． 9%  Ⅰ 

8.6  ( Ⅰ 9,7%  Ⅰ 

5,1  (11.7%  ) 

1. 2 

5.0  )1.2 (11.4%  

12.8@ (25.3%) 

9.5  (18,8%  ) 

1.7 

7.9  (15.6%  ) 

6.5  (12.9%  ) 

5.8  (11.5%  ) 

1. Ⅰ 

5.4  (10.7%  ) 

ム 計   40.3   43.7   50.5 

出典 吉岡昭彦編著 匠 イギリス資本主義の 確立』 ( 御茶の水書房， 1968 年 ), p.330   

  
いの相対的軽減を 物語る事実に 他ならないか 況 期で，通常ならば 輸出ドライブがかかり 易か 

らであ る． ここから， 1820 年代の合衆国の 経済 っ たこと， これに対して 合衆国では，逆に 景気 

発展は， 「内需」主導型の ，国民経済的にかな 上昇局面で，通常の 開放経済を双提するならば 

りうまく制御された 特徴的時代であ った事実が 「覚需」の増大する 年であ ったことを考慮する 

浮かび上がって 来る ， とぎ ， 消費財を中心としたこの 年のイギリスの 

この ょ うなわれわれの 立論に対して ， ィギリ 対米輸出額の 低迷は， いったいどのように 説明 

ス セこおける 1825 年恐慌の翌年で 不況の年にあ た したら よ いのか・   1838-42 年の場合とは 恐 

っていた 1826 年のデータ と ，景気の最高局面に らく同一に論ずることは 出来ないであ ろう   

あ たった 1816-20 年および 1832-36 年のデータを 1820 年代の合衆国の 経済発展が「内需」主導 

比較するのは 妥当ではない ， という批判が 寄せ 型の， 国民経済的にかなりうまく 制御された 特 

られるかも知れない・ この ょう な読者のため 徴 的な時代ではなかったかという ，われわれの 

には， 第 1 表 の データと第 2 表の第 3 コラム 立論は， このことによって ほぱ 確証されえたと 

(1838-42 年 )  のデ @  タを比較すれば ょ L 1838 一 いってもよい． 

42 年が両国についてともに 不況の時期であ った そこで， さらにいく っか のデータを積み 重 

からであ る． ね ， 1820 年代の合衆国の 貨幣市場の動向や 物価 

しかし これら二つのデータを 比較しても， の趨勢，輸出入状況を 概観しわれわれのこの 
われわれの立論は 一層強化されるばかりであ う よ な立論を裏 付ける作業を 進めてゆくことに 

る しよう． 

たしかに 1838-42 年のイギリスの 対米輸出額 

は ， 4 年間の平均額で 6.5 百万ポンドに 落ちて 第 3 表は， N. ビ ドルが 第 -. 合衆国銀行総裁 

いるし，両者の 差は工 8.5% と接近している ， ま に 就任した 1823 年前後のアメリカ 合衆国の貨幣 

た ，輸出総額に 占める対米輸出の 割合も 12.9%  市場の状態を ， ビ ドルに批判的であ ったジャク 

で ， 同様の接近を 示している・ しかし それに ソン派右派の 有力な金融理論家ウィリアム・ ガ 

も 拘らず， 1838-42  年のデ @  タは， 1826  年の デ ウジュ の著書， A G 肋 Ⅰ 古 Hi ど sto 「 ノが月 クク イ 

一タ に 較べてまだ十分に 高い   」 Mo れくノクれ援 B クれゐざれ 9  ざれ亡ん ちひれ ite み S 拓ね s, 

そればかりではない・ 1826 年がイギリスで 不 PhiladeIphia 1833, によりながら ，一表に 縄 
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第 3 表 1820 年代の合粟田の 貨幣市場 

年 次 l 貨 幣 市 場 の 状 態 

1821 

2
3
 

2
2
 

Ⅰ
Ⅰ
 

8
 
8
 

r
.
 

Ⅰ
 

8
2
4
 

8
 
あ
 

Ⅰ
 
上
 上
 
Ⅰ
 

6
7
 

2
2
 

8
8
 

1
l
1
 
1
.
1
 

 
 

年初景況沈滞． 
春頃 から景気拡張の 兆候． 

6 ～ 7 月 拡張開始． 10 月 投機 熱 活発   

5 月 前年末の投機熱の 反動の開始， 年末まで持続． 

N. ビ ドル 第二合衆国銀行総裁に 就任．貨幣Ⅰ信用緩和政策に 踏み切る．   フィ 

ラデルフィア 本店および全支店が ，それぞれ発行した 銀行券の受領を 認め合い，事業 

活動を拡張． 

各州法銀行が 銀行券の発行Ⅰ貸付を 増大し投機熱を 刺激． 

内陸では 1819 年恐慌の影響残存． 

大西洋沿岸では ， 1823-24 年に継続した 信用拡張の効果が 続行   商品その他の 価格の 

上昇．景気の 全般的活況． 7 ～ 8 月に急激な反動．資金逼迫． 

反動の影 軽 年中継続． 

貨幣市場の需給緩和・ 第二合衆国銀行による 小額の「ブランチ・ドラフト」の 発行   

貨幣市場の緩慢． 

5 月 貨幣市場突然の 逼迫．資金不足． 9 月 再発   

7 月 資金需給逼迫．資金不足，その 後需給緩和． 

貨幣市場緩慢． 
10 月まで貨幣市場緩慢   その後反動開始．資金需給逼迫． 

資金不足． 

出典 W. Gouge, A  ち ん ortHt ね torv ノ o/  且やけ J%on 鋤 囲み Ba れゐ tnng  肋 Ⅰ み e  己 mite こち tates,Philadelphia 

ュ ㏄ 3.  rep. ed.,  New  York  l968,  pp.  174-175. 

めたものであ る・ ガウジュ の著作には， 後段 後の合衆国の 景気と貨幣市場との 相関であ る． 

IIID(5) で 第 = 合衆国銀行の 1825 年恐慌対策を そして第三・このことが 最も大切なことであ る   
論じる際にいま 一度 立 戻るので，ここではこれ が，イギリス 恐慌の合衆国への 深刻な形での 波 

以上言及しないことにする   及の回避であ る． 

ここでは第 3 表に整理された ，巨視的観点か この第三の事柄は ， 19 世紀前半のイギリスの 

らみた当時のアメリカの 貨幣市場の状態を ， 先 産業循環と合出国の 産業循環との 密接な関連 

に 明らかにしておいたアメリカ 木綿工業に牽引 性㎎を想起する 時，看過することの 許されない 

さ たれ 1820 年代の産業界の 景況，および 同時期 きわめて大切な 事柄のように ，われわれには 思 

の イギリスの産業循環の 状態と比較検討してお われる・このことは ，この時期になって ，合衆 

けぱよ い   国の経済発展が 建国後はじめて ，イギリス経済 
この作業を通じてわれわれの 意識に興味ぶか の影響から相対的に 自立した展開を 示したこと 

く浮かび上がってくる 事柄は， 第己 木綿工業 を表示する重大なメルクマールだと 考えられる 

0 景気回復に牽引されて 展開したアメリカ 産業 からであ る・このことは ，先に提出しておいた 

界の景況と，貨幣市場の 全般的状態との 密接な われわれの立論，すなわち ，「 1820 年代の合 衆 

相関であ る・とくに 1820 年代初期と未期の 相関 国の経済発展は ，『内需コ主導型の ，国民経済 

に 注目されたい・ 第二・イギリスの 景気回復， し 的にかなりうまく 制御された特徴的時代ではな 

たがってまた ，合衆国に対するイギリスの 原綿 かったか」という 立論とも深く 関係している． 

需要の増大に 牽引されて進行した 1825 年恐慌前 それでは，その 立論は， ラッシュ財務長官が 
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℡ 826 年財務長官報告書 凹で 誇らし気に語った 

よ う に ",, かれらの政策，すなわち ，保護関税 

政策 (1824 年関税法 ) の強力な影響に よ るもので 

あ ったと理解されてよいものだったのか．一一 

両者の因果連関を 確認するためには ，われわ 

れは， も う 少し深く 突 込んで関連する 事実を分 

析しておかねばならない． 

そのために， われわれは， 第 1 図 と第 2 図， 

そして第 3 表と第 4 表を用意した・ まずこれら 

0 図表の分析成果を 整理しておきた い ． 

第己 注意深い読者であ れば，第 1 図に表示 

された主要生産物の 卸売価格の趨勢のうち ，一 

つの品目だけに 例外がみられたことに 気がっか 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

れるであ ろう・原綿価格だけが 18 あ 年に急騰 し 
・ ・ ・ ・ ・ 

ている事実であ る   

この原綿価格の 急騰は，すでに 本論文 1IID 

(2)a. でみた よう に，イギリス 木綿工業からの 

需要増大 ( とくに投機的需要 ) と不可分に結びつ 

いたものであ った． 

この命題はつぎの 事実からも裏 書されうるだ 

ろう． 

一つは第 4 表に明らかにされている 事実であ 

る・ 1820 年代以降，イギリスの 外国原綿に対す 

る 需要は，絶対量において 年々増加した・ 中で 

もこの需要に 十分な形で応じることの 出来たの 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

は ， 他ならぬアメリカ 原綿であ った・ これが， 

1820 年代にイギリスに 輸入された原綿総量の 60 

% 以上に達している 事実に注目されたい・ 1820 

年代のイギリス 木綿工業の景気回復が ，アメリ 

ヵ 原綿に対する 需要増大と不可分に 結びついた   
事実は容易に 確認され ぅる だろう・ 1825 年にお   

ける アメリ ヵ 市場での原綿価格の 急騰は，イギ り Ⅰ ・・・・・・・・ ス 市場 v こお げる原綿需要の 、 、 ・・・・・・ ，ロ、 魚 増 と分かち ， ・・・ 難 ，く 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

結びついているといら 推定は，実証的に 裏 づけ 

られえたといえよ う ・ 

いま一つは，第 5 表にみられる 事実であ る． 

1825 年，合衆国からの 輸出総額 ( 約 70 百万 ド 

ル ) のうち原綿輸出額はその 55.0% ( 約 36.8 百万 

ドル ) であ った・ この値は， 1820 年代の他の年   
の 40% 台を遥か 仁 凌駕したものであ る・ ィギリ 

  

ス からの原綿需要の 急増と合衆国における 原綿 

価格急騰の因果連関は ， いまや否定できないだ 
  
ろう． 

われわれは，この 事実の提示に 加えて，つぎの 

コメントを付記することを 忘れてはならない・ 

すなわち， この海外からの 原綿需要が，当然， 

それに対する 海外からの対価の 受取り (18 ぁ 

年 だけで 36.8 百万ドル ) に結果したであ ろうこ 

と・そしてこれが 起点となって ， 先に検討した 

よう に ， 1S20 年代のいま一つの 景気回復要因を 

形成したであ ろうこと・そしてさらに「内需」 

の一層の盛り 上がりを刺激したであ ろうこと， 

これであ る・ 
・ ・ ・ ・ ・ 

しかも大切なことは ， この外生的要因によっ 

て一層促進されたと 思われる「内需」が ， 1810 

年代および 1830 年代のそれと 違って， 1825 年 4   
ギリスの恐慌によって 容易に崩壊し 去らなかっ 

・ ・ ・ 

たことであ る・ 

このことは，一体いかなる 事情と結びついて 

いたのか．われわれは ，いま一度，第 1 図の物 

価趨勢を丹念に 検討しなければならない・ この 

ことによって 第二の分析成果が 導き出されてく 

る 

第二・第 1 図に表示された 主要生産物の 卸売 

価格の趨勢のうち ，いま一つ目立った 重要な特 

徴は，原綿価格を 例外として， 1820 年代の価格 

の動きが， 1810 年代および 1830 年代に比較し   
て ，相対的に 穏 かなことであ る・別言すれば ， 

これらの商品が 投機の対象にならなかったこと 

を意味している・ 原毛，綿布および 砂糖価格は 

1814 年，原綿および 釘 価格は 1816 年，小麦およ 

び小麦粉価格は 1817 年に，それぞれピークに 達 

した後， この時期，投機 熱が 醒めるとともに 急 

速に低迷した・ 

1810 年代末以降のこの 低迷が新しい 動きを示 

し始めるのは 18% 年以降であ り，そこで は ， 1828 

Ⅰ 9 年の小さな山と ， 1835 ヰ 8 年の大きなうねり 

が 注目されねばならない ，われわれにとって 大   
切 なのは， この 18%-29 年の小さな山であ る   

第 1 図にみられる 1812-16 年の異常な価格 騰 
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第 2 図 1821-40 年に合衆口に 甘入された主要 品 
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年 次 

Ⅰ 811 

Ⅰ 812 

1813 

1814 

1815 

1816 

1817 

1818 

18 Ⅰ 9 

1820 

1821 

1822 

1823 

1824 

1825 

1826 

1827 

l8 羽 

Ⅰ 829 

1830 

183 Ⅰ 

Ⅰ 832 

1833 

Ⅰ 834 

1835 

1836 

1837 

Ⅰ 838 

1839 

エ 840 

アメリカ合衆国 

% 
128.2@ (39.3) 

95.3@ (36.5) 

37.7@ (15.1) 

48.9@ (17.0) 

203.1  (55.0) 

166.1@ (45.0) 

199.7@ (41.7) 

207.6@ (31.0) 

205.2@ (37.6) 

302.4@ (52.9) 

300.1@ (60.4) 

329.9@ (61.8) 

452.5@ (67.7) 

282.3  (52.3) 

423.4@ (51.6) 

395.9@ (68.0) 

647.8@ (72.5) 

444.4@ (59.3) 

463.1@ (62.0) 

618.5@ (70.9) 

608.9@ (67.4) 

628.8@ (69.7) 

654.8@ (70.4) 
733.5@ (77.1) 

763.2  (69.9) 

764.7@ (63.7) 

844.8@ (71.8) 

1,124.8@ (78.7) 

814.5@ (73.0) 

1,237.5@ (77.4) 

第 4 表 1811-1840 年のイギリスの 原綿祐人 寓 ( 単位 子パッケージ ) 

ブラジル   エジプト 

%     
  

137.2@ (54.9)   
Ⅰ 50.9  (52.5)   

91.1@ (24.7)   
123.5@ (33.4)   
114.5  (23.9)   
162.5@ (24.3)   
Ⅰ 乃 ． 4  (23.0)   
180.1@ (31.5)   
121.1@ (24.6)   
143.5@ (26.9)   

144.6@ (21.6) 5.6  ( 0 ， 8) 

143.3@ (26.5) 38.0@ (@ 7.0) 
193.9@ (23.6)@ 111.0@ (13.5) 

55.6  (  9.6) 47.6@ (@ 8.2) 

120 ．Ⅰ (13.4) 22.5@ (@ 2.5) 
167.4@ (22.3) 32.9  (  4.4) 
159.6@ (21.4) 24.7@ (@ 3.3) 

168.3@ (18.6)@ 38.1@ (@ 4.@2) 

191.5@ (22.0)@ '@ 14.8@ (@ 1.7) 

114.6@ (12.7)@ i@ 41 2 （ 4 6 ） 

163.2  (17.5) 3.9  ( 0 ． 4) 

103.6  (10 ． 9) 72. Ⅰ (  7.6) 

143.6  (13.2) 43.7@ (@ 4.0) 
148.7@ (12.4) 35.0@ (@ 2.9) 
117.0@ (@9.9)@ |@ 41.2@ (@3.5) 

135,5  ( 9.4) 29.7@ (@ 2.1) 

99.3  (  8.9) 33.5  (  3.0) 
85.3@ ( 5.3)@ :@ 38.0@ (@ 2.4) 

東インド 

妬 
14.6@ (@ 4.5) 

2.6  (  Ⅰ． 0) 

1.4  (  0 ． 6) 

13.0@ (@ 4.5) 

22.@4@ (@ 6.1) 

30.7@ (@ 8.3) 

120.2@ (25.0) 

247.7@ (37.0) 

184.3@ (33.7) 

57.9@ (10.1) 

30.1@ (@ 6.1) 

19.3@ (@ 3.6) 

38.4  (  5.7) 

50.9@ (@ 9.4) 

60.5@ (@ 7.4) 

64.7@ (11.1) 

73.7@ (@ 8.2) 

解 ・ 9  (11.3) 

80.5@ (10.8) 

35.0@ (@ 4.0) 

76.8  (  8.5) 

109.3@ (12.3) 

94.7  ( Ⅰ 0 ． 2) 

89.1@ (@ 9.4) 

118.0@ (10.8) 
219.5@ (18.3) 

145.2  ( Ⅰ 2.3) 

107.2@ (@ 7.5) 

132.9@ (11.9) 

216.4@ (13.5) 

計
よ
 
6
 

2
 

3
 

総
 

 
 

吻
 ㊤
 

ド
 

9
 

 
 イ

 

9
 

西
独
 64.6@ (24.7) 

73.2@ (29.3) 

74.8@ (26.0) 

52.8@ (14.3) 

49.2@ (13.3) 

44.2@ (@ 9.2) 

51.0@ (@ 7.6) 

31.3  (  5.7) 

31.2@ (@ 5.5) 

40.4  (  8.2) 

40.8@ (@ 7.6) 

27.6@ (@ 4.1) 

25.5@ (@ 4.7) 

32.0  (  3.9) 

Ⅰ 8.2  (  3.1) 

31.0@ (@ 3.4) 

20.1@ (@ 2.7) 

18.9@ (@ 2.5) 

11.7@ (@ 1.3) 

11.3@ (@ 1.3) 

8.5  ( 0.9) 

13.6@ (@ 1.5) 
17.5@ (@ 1.8) 

22.8  (  2.1) 
33.5@ (@ 2.7) 

27.8@ (@ 2.4) 

29.4@ (@ 2.1) 

36.0  (  3.2) 
22.3@ (@ 1.4) 

261.2 

249.5 

287.6 

369.3 

369.4 

479.3 

668.7 

546.1 

571.7 

491.7 

533.4 

668.8 

540.0 

820.9 

582.0 

894.1 

749.6 

746.7 

871.5 

903.4 

902.3 

930.2 

951.0 

1,091.3 

1,201.3 

Ⅰ， 176.0 

1,428.6 

1,1 Ⅰ 16.2 

1,599.5 

， (  )  内 数字は，総計に 対する百分比． 
出典 HuM 免ダ ， M エけむんほれ t,, 九 %rgazine, XIV, 1846,  p.369. 

貴は ，第一合衆国銀行の 廃止 (1810 旬とそれに を 特徴づけたといって 誤りなかろう・ 1820 年代 

続く第二対英戦争中 (1812-15 年 ) の， ニューイン の 価格の安定 ( というよりも 低迷 ) は ， 後にみる 

グランド地方を 除くほぼ全般的な 諸銀行の正貨 よ う に，第二合衆国銀行の 金融政策に負 う とこ 

支払停止と不可分に 結びついていた・ 1817 年後 ろがすこぶる 大きかった ， 。 ，   

の 急落は，第二合衆国銀行の 設立と正貨支払 再 この ょう な趨勢のなかで ， 1828-29 年の小さ 

開 (1817 年 ), 加えて同銀行の 金融引締め政策 な 山はいったい 何を物語るものであ ったのか． 

(1818 年 ) と結びついていた lW8). 通貨インフレー 一一第 2 図の分析成果から 何らかの結論 ( つぎ 

シ，ンと デフレーシ， ンが 1810 年代の価格趨勢 の 第三の結論 ゴを 導き出しておかねばないない・ 
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第 5 表 1821-40 年主要国産品の 輸出 ( 単位 百万ドル ) 

原 綿   タバコ 

% % 
20.2@ (46.2) 5.6  (12.8) 

24.0@ (48.0) 6.2  (12.4) 
20.4@ (43.2) 6.3  ( Ⅰ 3.3) 

21.9@ (43.3) 4.9  ( 9.7) 
36.8@ (55.0) 6.1  (  9.1) 
25.0@ (47.0) 5.3  (10 ． 0) 

29.4@ (49.9) 6.8  (11.5) 
22.5@ (44.4) 5.5  (10 ・ 8) 

26.6@ (47.8) 5.2  (  9.3) 
29.7@ (49.9) 5.8  ( 9.7) 

25.3@ (41.3) 4.8  ( 7.8) 
31.7@ (50.2) 6.0  ( 9.5) 
36.2@ (51.5) 5.8  ( 8.3) 
49.4@ (61.0) 6.6  ( 8.1) 

64.7@ (63.9) 8.3  (  8.2) 
71.3@ (66.@7)@ 10.1@ (@ 9.@4) 

63.2@ (66.1) 5.8  (  6.1) 
61.6  (64.2) 7.4  ( 7.7) 
61.2  (59.1) 9.8  (  9.4) 
63.9  (56.1) 9.9  (  8.7) 

  
米 

% 
1.5  ( 0 ． 3) 

1.6  (  0 ・ 3) 

Ⅰ． 8  (  C Ⅰ 4) 

Ⅰ． 9  (  0 ・ 4) 

Ⅰ． 9  (  0 Ⅰ 3) 

t.9  ( 0 ， 4 》 

2.3  ( 0 ． 4) 

2,6  ( 0 ・ 5) 

2.5  ( 0 ． 4) 

2.0  ( 0 ． 3) 

2.0  ( 0 ・ 3) 

2.2  (  0 ・ 3) 

2.8  (  0 ・ 4) 

2.1  ( 0 ・ 3) 

2.2  ( 0 ・ 2) 

2,5  ( 0 ・ 2) 

2.3  (  0 ・ 2) 

1.7  (  0 ． 2) 

2.5  ( 0 ・ 2) 

Ⅰ． 9  (  C Ⅰ 2) 

  小麦粉 
% 

4.3  ( 9.8) 

5.1  (10 ． 2) 

5.0  く Ⅰ 0 ． 6) 

5,8  (11.5) 

4 ● 2  ( 6 ◆ 3) 

4.1  ( 7.7) 

4.4  ( 7.5) 

4.3  (11.8) 

5.0  (  8.9) 

6.1  ( Ⅰ 0.3) 

10.5@ (17.1) 

5.0  ( 7.9) 

5.6  ( 8.0) 

4.6  ( 5.7) 

4.4  ( 4.3) 

3.6  ( 3.4) 

3.0  ( 3.1) 

3.6  ( 3.8) 

6.9  ( 6.7) 

10.1@ (@ 8.@9) 

工業製品   

% 
2.8  ( 6.4) 

3.1  ( 6.2) 

3.1  (  6.6) 

4.8  ( 9.5) 

5.7  ( 8.5) 

5.5  (10.4) 

5.5  ( 9.3) 

5.5  (10.8) 

5.4  ( 9.7) 

5.3  (  8.9) 

5.1  ( 8.3) 

5.0  (  7.9) 

6.6  ( 9.4) 

6.2  ( 7.7) 

7.7  ( 7.6) 

6.1  ( 5.7) 

7.1  ( 7.4) 

8.4  ( 8.8) 

8.3  ( 8.0) 

9 ● 9  ( 8 ◆ 7) 

総 額 

7
9
2
6
9
1
9
7
7
5
3
 

Ⅰ
 3
0
2
9
6
0
5
9
 

め
り
 
W
%
 

㏄
 穏
卸
印
 
㏄
㏄
㏄
㏄
 
㏄
㎝
Ⅲ
 
蝸
的
 
㏄
咄
咄
 

* ( ) 内は数字は輸出総額に 対する百分比・ 
出典 Hu ぴ nt,s  M,erchants, Maqgazi れ e, X, 1844,  p.181   

第三・ 1821-40 年の 20 年間に，第 2 図に表示 ここでわれわれにとって 大切な発見は ， 第 1 

された合衆国への 主要輸入品 7 品目 ( 編製 あ ， 図で 1820 年代末に小さな 価格の山を作った 年 

羊毛製品， 絹 製品，鉄鋼および 同製品，亜麻布 おょ と ，第 2 図で，主要輸入品のすべてが 一致して 

び 亜麻製品，大麻製品，砂糖 ) のすべてが， 一致 山 なっくった年が ， ともに 1828 年で一致してい 

して山を作っている 年一 - 国内の消費需要が 一斉 たという事実であ る・ 

に盛り上がった 年という意味で ，これらの年に 国内 この事実を， さらに， 貨幣市場の動きを 概観 

の 産業循環がピークに 達したと考えてよい 一一一を探 した第 3 表の 18% 年の項目一一「 5 月突然の貨 

してみると ぎ ， 1828 年と 1839 年の両年が浮かび 椿市場逼迫， 資金不足・ 9 月再発」という 文 

上がってくる   面 ， さらにまた本論文 1II D(2)a. に示してお 

これに対して 工業製品 6 品目だけが山を づ く いた， 1828 年後半から 1829 年初めにかけての ア 

って一致している 年を取上げてみると ， 1825 年 メリカ木綿工業の 動向と重ね合わせてみると 

と 1836 年の両年が浮かび 上がってくる． 1825 年 き ，われわれはここからいったい 何を読み取れ 

と 1836 年の両年がイギリス 恐慌の年，いいかえ ばよ いか． 

れば 1520 年代および 1830 年代の ィギス り ・ ・・・・ 産業績 ここで，大胆に ， 一つの仮説を 提示しておく   
環の ピークの年であ ったことに留意されたい   ことにしょう・すなわち ， 

イギリスはこの 年，全面的に 工業製品の海覚へ 1823 年頃 からアメリカ 木綿工業の発達に 牽引 

の 輸出を強化した   されて展開した 1820 年代の合衆国の 産業循環は 
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1828 年頃 に一つのピークを 迎えた・ この産業 循 ここでは， 1820 年代のアメリカ 関税法制定を 

環は ， アメリカ木綿工業に 牽引された「内需」 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   

主導型のもので ， したがって ， 1825 年にピーク 

に達するイギリスの 産業循環とは 一応別個の軌 

跡を通った・かかる 産業循環を構築し 得たもの 

こそ，政策体系としての「アメリカ 体制」であ 

った・合衆国は ， 1820 年代にほいって ，歴史上 

はじめて， 「アメリカ体制」のもとで ， この独 

自の国民経済の 循環を構築できた ， と・ 

ここで，われわれは ， ようやく，連邦議会内 

外で 繰展 げられていた 1820 年代の政策論争の 本 

来の意味を解明し 纏め上げることが 出来る論 

理段階に到達した・ 「アメリカ体制」の 経済的 

効果を分析し 「アメリカ体制」の 歴史的意義 

に ，最終結論を 下す作業であ る・われわれは ， 

これを， 次の二つの問題を 究明する形で 成し遂 

げてゆきたいと 思け ・ 

第 ㍉ 1825 年恐慌と保護関税政策との 関係・ 

第二・ 1825 年恐慌と第二合衆国銀行の 金融政 

策との関係・ 

(3) 1825 年恐慌と保護関税政策 ( その 1) 

--%8 対年関税法制定をめぐる 政策論争 一 
1820 年代の関税論争の 最大の山場は ， 18 羽年 

関税法の制定をめぐる 連邦議会内覚の 政策論争 

に現われる・ この論争の末制定された 関税法こ 

そ， ニューインバランドの 株式企業形態をとっ 

た 製造業者と「南部」の 綿作 プランタ一によっ 

て「唾棄すべ き 関税法」 ("b 。 minable ta,i ぱ act) 

と呼ばれ， 嫌悪された， 史上最高の平均関税率 

をもった関税法であ る・ ( 本論文，第 6 分冊，第 4 

図参照 ) 

制定の玉目的は ， 製造業に対する 保護強化 

と，国内市場の 創出にあ ったことは，改めて 述   
べるまでもないが ， とくに毛織物工業の 保護に 

重点が置かれていたところに 特色があ る・ 1825 

年の イギリス恐慌によって 最大の被害を 蒙った 

アメリカ製造業こそ ，在来産業の 雄，毛織物工 

業であ ったからであ る・ 

めぐる論争を 跡づけながら ， 1820 年代の保護関 

税政策の歴史的意義を 明らかにしてゆくことに 

したい． 

a. 1820 年代関税法の 基本原則 

1820 年代に合衆国で 制定された関税法では ， 

18 挺年 5 月 22 日制定の関税法 ( 以下 1824 年関税法 

と呼ぶ ) と ， 1828 年 5 月 19 日制定の関税法 ( 以下 

1828 年関税法と呼ぶ ) が代表的なものであ る 20). 

1824 年関税法は ， 1819 年恐慌直後から 要求さ 

れていた 1816 年関税法に対する 改訂要求の一つ 

の到達 点 ( 理念の明確 ィヒ ) であ ったのに対して 2 、 7, 

1828 年関税法は ， 1824 年関税法を補強したとい 

う意味で ， 1820 年代関税制度改革のいわば 完成 

点であ った・ 

そこに盛り込まれていた 理念は， 1824 年関 

税法制定を推進した ，連邦下院製造業委員会 
(Ho Ⅸ e of Rep て esen ぇ a ⅠⅠ ves, Comm 五億Ⅰ ee on Manu- 

factu, 。 ， ) の トッド委員長 (John T 。 d, P 、 ・ ) の提 

案理由のなかに 十分に示されている・ 

かれの掲げた 関税法制定の 目的は ， 次の三つ 

であ った ",. 

第三 「国内に豊富に 存在している 若干の製 

品 および原料に 関しては，われわれは ，立法上 
。 - ク ， ソ 

の 諸規定を用いて ， わが国の勤労者に 対して， 

まさしくわが 国市場の排他的ならざる 供給と支 

配を提供すべきこと・ 同様 に ，彼らに対して ， 

わが国の民衆に 粗末で簡素な 生活必需品を 供給 

している事業の 一部を何とか 提供すべきこと」． 

第二・ 「殆どすべての 事柄において ョ一 ロッ 
アグリカルチ ャ リス ッ 

" の 農業経営者を 支援し続けることを 止め ，わ 

れわれは，国内の 工業製品を今まで 以上に多用 
ファ - マづ 

し ， そのことで， わが国の農業者に ， かれらの 

農産物市場を 提供するよ う ，万全の措置を 講ず 

べ き こと」・ 

第三・ 「国内に防衛上の 資力を保有しそれ 

を 基礎にこの国に 兵力と軍隊を 提供すること・ 

そして，諸外国にあ りふれた日常生活必需品を 

常習的に依存していることから 生じる危険と 下 
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名誉からこの 国を救出すること」． 

明らかなように ， これは，決して 特定の国内 

製造業の保護だけを 目的としたたんなる 殖産興 

業政策ではなかった・ 国内に豊富に 存在してい 

るすべての資源と 労働力を十分に 活用して，民 

衆の生活に必要とされる 一切のものを ， 国民的 

に 自給する機会を 促進すること・そのために 製 

造業と農業をともに 振興し， これらの生産物を 

国内に提供して ，競争を促進すること．そして 
防衛上の資力を 自国内に保有し ，兵力と軍隊を 

養い増強し国家の 安全保障をはかること． 
一一これらのことが 目的とされていた・ ・・・ 経済的   
な 国民的独立の 宣言に他ならない． 

したがって，関税品目は ，原則として ，現在国 

内で生産されているもの ， または将来生産され 

る可能性をもったすべてのものを 対象とした． 

ここでトッド 委員長が用心深く ，関税品目を 

二つの ヵ テゴリーに分けて ，反対派の猛攻から 

防御する姿勢をとっていることに 注目された 

い ・ ここで提案されている 関税品目のすべてが 

保護関税を対象としたものではないこと ， した 

がって，伝統的な   合憲的な   財政関税品 

目を含んでいることを 示すためであ る・ 

提案されている 関税は，二種類の 品目を対象と 

している．第一種類の 品目のものほ ，精製品，亜 
ス バイス 

麻布，刃物，香料およびさほど 重要性を有さない 

その他の若干のものを 対象としている．その 大部 

分は， どうしても必要だというものでない． ま 

た ， ニ ・三の例外を 除いて，国内生産を 著しく 阻 

げるとか，現在合衆国で 準備されている 製造業を 

大いに侵害するものでもな い ．これらの品目の 大 

部分は，・…‥主として 財政目的のものであ る． " 

本法案で提案されている 重要な関税は ，保護を目 

的とするもので ， 鉄 ，大麻，亜麻， 鉛 ，ガラス， 

羊毛，羊毛製品を 対象とするものであ る 'a). ( … 

…は稲井 ) 

財政関税の原則が ，保護関税の 原則のなかに 

包摂されていることに 留意されたい． したがっ 

て， これに対応して ，関税調達の 方法にも， 次 

のいく っ かの場合が考慮された． 

保護を特別必要としない 品目には低率の 従価 

税が課せられた ( 財政関税品目 ) 反面，保護を 必 

要とする品目には ， ケース・バ イ ・ケースで ， 

①高率の従価税の 場合，②最低評価額規定原則 
(min 血 al principle) を適用した上で 高率の従 価 

スベシ ヤル・テニーテイ 

税 が課せられる 場合，③一律に 特 別 税 

( 従量税 ) を課した上で ， さらに従価税が 課徴さ 

れる場合，④特別税だけの 場合， といった工合 

に 段階的操作を 加えたことであ る・ 

ここで「最低評価額規定原則」とは ，早くも 

1816 年関税法で編製品を 対象に課せられたもの 

で，輸入される 品目の実質価格 (real value とも 

o,iginal value とも呼ばれた ) が，輸入された 場所 

で 関税法に定められた 最低評価額以下であ った 

場合でも，一律に 最低評価額をもっているもの 

と評価されて ，かかる評価額に 対して課税され 

る方法であ る・ 

例えば， 18 然 年関税法第 2 条第 2 節の次の規 

定 が参考にさる べ ぎであ る． 

羊毛製品， ず なわち羊毛がその 構成部分であ る 

ような製品に 関しては， ( 略 ) 輸入された場所で 

の実質価格が ， 1 平方ヤード当り 50cfs. 未満の場 

合には， 1 平方ヤード当り 50ct ニを要したものと 

見徴 されて， 1829 年 6 月 30 日まで注 40% の従価税， 

それ以降は 45% の従価税が課せらるべきことめ． 

この規定の効用は ，恐慌などによって 輸入品 

の価格が暴落した 時にでも，容易に 対応できる 

ところにあ った・すなわち ，価格が低落して 

も，関税法に 定められた評価額に 従って従価税 

が課せられるのであ れば，いわゆるダンピンバ 

によ る過大な輸入が 防がれ得た・ この規定を欠 

いて単純に従価税が 課せられる場合と 比べてみ 

た時， この原則がはるかに 国内産業保護の 効果 

をもったことがわかるであ ろう・ 

ここでは，編製品がすでに 1816 年関税法でこ 

の原則を適用されていたのに ，毛織物には ， 

18 羽年関税法の 制定までこの 規定を有っていな 
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かった事実に 注目しておこう． 

特別税と従価税の 組合せによる 保護強化の例 

としては， 同じく 18 羽年関税法の 第 2 条第 1 節 

の次の規定が 参考になろう． 

未 加工の羊毛に 関しては， 1 重量ポンド当り 4 

， 25. が課せられた 上 ， 1829 年 6 月 30 日 までは 40% 

の 従価税，それ 以降は，全体の 従価税が 50% にな 

るまで，毎年 5% の従価税が追加課税さるべきこ 

と 2B)   

この規定のもたらす 効果は，特別税 ( 従量税 ) 

一切の品目 (all a ㎡。 les imp 。 ， t 。 d f 。 r the u,e of 

the Unit 。 dSt 、 t 。 ， ) がこれであ る・例えば飼育目 

的の家畜，金貨・ 銀貨，金銀地金，芸術促進目的に 

輸入される絵画 "), 機械装置の模型， 未 加工岩 

石，あ らゆる種類の 未加工毛皮など ，。 ，であ る． 

b. 対立理念の明確化 

すでに本論文第 6 分冊 1IIB(2) で述べられ 

た " よ う に，国内製造業の 保護のために ，外国 

の輸入品に高率の 関税を課す関税政策をめぐっ 

ては，政策立案の 当初からはげしい 対立があ っ 
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第 3 条 第 1 節 ， 同 第 4 節の次の規定が 参照さる 
べきであ る ",. 

銑鉄に関しては ， 112 重量ポンド当り 621/:2ets   

が 課税さるべきであ る   

未 加工の大麻に 関しては， 1829 年 6 月 30 日天ま 

では 1 重量トン当り 45 ドル，その後は ， 1 重量ト 

ン当り 60 ドルになるまで ，毎年 1 重量トン当り 5 

ドルが追加課税をさるべきであ る．木綿製の 袋地 

に 関しては， 1829 年 6 月 30 日までは， Ⅰ平方ヤー 

ド当り 4 ¥,2,cts., その後は， 1 平方ヤード当り 

5ct,, 課税さるべきこと． 

糖蜜に関しては ェ ガロン当り lQr ね ．が課税さる 

べきであ る   

したがってまた ， 無 関税品目につぎのものが 

該当した・ 「合出国の使用のために 輸入される 

は ，低廉綿布の 輸入は，自社製品の 販売競争上不 

利益なことであ った・また「南部」にとっては ， 

対価としてインド 向 げに支払われる 正貨の流出 

は，銀行の正貨支払停止を 招 K 擢 れがあ った s,). 

かくして，第二対英戦争直後のこの 時期 F こ 

  

昧 となっていた． 

1816 年関税法の最大の 成果は， 綿 製品に対し 

て従価税が 25% 引上げられたこと (1789 年 -5%, 

1790 年イ 1/2%, 1804 年Ⅱ 5%) と， 先にもみたよ 

うに， この編製品に 対して，はじめて 最低評価 

額規定原則が 適用されたことであ った・ 

とくに， インド綿布を 対象とした粗製綿布に 

対する最低評価額規定原則 (1 平方ヤード当り 25 

cts. 以下の価格をもつ 綿布を ，乃は s. の価格を有する 

ものと評価して 課税する規定 ) の適用による ，輸 

入制限政策は ， 主として粗製綿布の 生産に時化 

していたニューインバランド ゴヒ 部の「ウォル サ 
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ム型 」経営者にとって ， 最大のメリットであ っ 

たといえよう・ これが， 1819 年恐慌後の不況期 

仁も 「ウォルサム 型 」経営者に利益を 保証した 

ことは，多くの 論者が認めている・ 

しかし， 1820 年代に入ると ，かかる国民的利害 

調和は完全に 崩れ去った・ 1820 年， 1821 年， 1822 

年と，相次いで「ボウドウィン 関税法案」が 否 

決されためことは ， 1820 年代になって 保護関税 

政策をめぐる 対立理念が次第に 明確になり， 利 

害 対立が先鋭化していったことを 示している・ 

それでは， 1820 年代の合衆国における 関税論 

争の対立点はどこにあ ったのか・ それは， いっ 

たい現実のどのような 利害対立と結びついてい 

たのか・以下，われわれは ， こうい う 形で問題 

を 深めてゆこう   

1820 年代の関税論争をめぐる 一般的対立点、 

を，理念的に 最も明確に示しているものは ， 1824 

年関税法制定時に 現われた「クレイニバーバーニ 

ウェブスター 論争」であ った・ 

この論争は ， 「アメリカ体制」擁護のへンリ 

ー・クレイ ( ケンクッキー 州 選出の下院議員・ 議長 ) 

に対して， P.P. バーバー ( ヴァジニア別選出の 下 

院議員 ) とダニヱル ・ウェブスター ( マサチュウ 

セッツ別選出の 下院議員 ) が， それぞれ違った 問 

題観点から批判した 二元的論争であ った・ 

「クレイニバーバー 論争」は ， 先にもみた「 ア 

メリカ体制」擁護のクレイの 演説 (1824 年 3 月 30 

dl 日 連邦下院で行なわれた「アメリカ 産業の保護 

を目的としたアメリカ 体制擁護論」 (In Support of 

an American System for the Protection of Ameri- 

can InduSt ワコ ) のなかに見られた ' 。 ). 

これに対して「クレイニ ウ ，ブスター論争」 

は， 「関税論」に 関するウ ェ ブスタ一の演説 

(18 初年 4 月連邦下院で 行なわれた「関税論」 

LUpon the Tar 冊コ ) のなかに現われた ' 。 ， ・ 

紙幅の都合もあ り， 出来るだ け 簡潔に問題を 

整理 L たいので，結論から 先に述べておけば ， 

「クレイニ " 一 バー論争」は ，保護関税政策を 通 

じて構想されている 国民経済構築の 新しい政策シス 

                既存政策体系に 対するいわば 破壊的と 

もいえる革命的効果を ，合憲的なりや 否やと論 

じた論争であ った・「クレイニウェブスター 論 

争」は，保護関税政策を ，恐慌克服， あ るいは 

恐慌Ⅰ不況回避の 方策だとする ク レ イ の考え方 

の適否を中心にして 保護関税政策の 是非を問題 

にした論争であ った・ 

ここでは， この ょう な点に注意を 払 い つつ， 

この二つの演説を 素材に分析を 進めながら， 関 

税 問題をめぐる 同時代人の一般的対立の 論点 

を， 浮彫りしてゆくことにしたい． 

イ ・ 「クレイニパ ー パー論争」 

P. P. バーバ一の「保護関税政策批判」は ， 

11 項目にわたっていた． 

批判の第 1. 関税は巨大で 醜い怪物の一種 
一一夜りに人間を 食いつくしてしまわなくと 

も，少くともその 中味を食べてしまう ，民衆の 
仲 をばらばらにしてしまいそうな 凄 じい破壊力 

を授かった野性動物 瑚 ． 
ヰ クス 和 ・ 

批判の第 2. 関税は合衆国の 輸出額を減少さ 

せる ",. 
ナ ヴィゲイン， ィ 

批判の第 3. 関税は合衆国の 船舶航行を衰退 

させる "'. 
Ⅰ マ - ス 

批判の第 4. 関税は合衆国の 商品取引を減退 

させる，。 ， ． 

批判の第 5. 関税は国家財政を 衰退させ， 公 

債 支払を不能にし 消費税および 内国税への依 

存を強めさせる。 。 ， ・ 

批判の第 6. 提案されている 体系 は ，資本お 

よび労働を新規の ，あ まり気の進まない 諸事業 

(new and reluctant employment 。 ) へ 無理矢理転 

換させる・そして 賃金の上昇を 招ぎ，その結 

果，製造業をうまく 確立させる準備さえ 打ち砕 

き， この実験を失敗させるに 相違ない。 ". 

批判の第 7. 有利な状況が 同時に発生する 場 

合 には，製造業は 保護によらずともひとりでに 

勃興する・産業の 自然の成行は 阻げらるべ き で 

なく，放任さるべき た (should not d ㎞ u,b the 

natural progress of lndustry, but leave things t 。 
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themselves)42)   

批判の第 8. 保護政策はすでに 拡大され，十 

分に大きなものになった。 ". 

批判の第 9. 禁止政策 (prohibjto 卍 poIicy) は， 

ヨーロッパの 英知および ョ一 ロッ " のもっとも 

すぐれた政治家たちⅤ こ よって非難されてい 

る 44). 

批判の第 10 ・製造業制度 (manufatu,ing sys- 

t 。 m) は， 巨大資本を少数の 人の手中に蓄積する 

傾向をもち，公衆の 徳義を腐敗させ ，結果とし 

て公衆の自由を 危殆に瀕せしむることで ，わが 

国政府の特質に 反するものであ る。 。 '. 

批判の第Ⅱ・ 保護関税は憲法違反であ り，憲 

法の精神に両立しない 鋤 ． 

クレイは， その連邦議会での 演説で， そのす 

べての項目 v こ 反論を加え ， バ ー " 一 が必死に防 
シ ス テ ム 

衛 しようと試みた 親政策体系に 対して，新しい   
政策体系「アメリカ 体制」を定置し その合憲 

性を主張したのであ った． 

クレイは批判の 第 1 に反駁して，次のように 

主張した・ 「関税の唯一の 目的は， アメリカ産 

業を促進する 目的で，外国産業の 生産物に課税 

することだ」。 " と ・そして，保護関税は ，「社会 

の一部の利益 ( 製造業 一 柄井 ) のために，他の 利 

益 ( ネ卸や ，貿易，海運業一穂 井 ) に負担を課すもの 

だ」と主張する 反対論を否定して 如 ，次のよう 

に論じた・ 

現存する事態は ， 綿 作者とイギリス 製造業者と 

のあ いだの一種の 暗黙の契約を 示すものです．そ 

の契約条項では ， 綿 作者の側は綿 作 地域だけでな 

く，他の地域を 含めて，合衆国の 全体が ， ィギリ 

ス 工業製品の消費のために 開放され，制約されな 

い現状のままに 残しましょうと 申し立てておりま 

すし イギリスの製造業の 側は ， ( そちらがそう 

なら   欄井 ), そのことを考慮に 入れて， 自分 

たちも南部の 綿花を購入し 続けましょうと 約定し 

ております 49)   

この 2 5 な 暗黙の契約こそ ，民衆の仲をばら 

ばらに引き裂く 力 であ り，その否定，すなわち 

ユニオンを構成している 諸利益を調和すること 

こそ， 「アメリカ体制」の 構想だとクレイは 反 

諭 した   

批判の第 2, 第 3, 第 4 に対するクレイの 反 

論は ，両者の想い 描いている「世界」の 相違を 

明確 ヤ こしたものだといってよい． 
ニクス 卜ト ナ サ 

ここでバーバー   0 表象している「輸出」， 「 船 

ィ 竹口 ダインコ ぬ if 〒」，「商品 ソ 耶て引 ス 」が，アメリカ @ ネ畠の輸 ヒは 

であ り，綿花の輸出と 外国工業製品の 輸入と結 

びついた「船舶航行」，従って「海運業」であ 

り， 「覚国貿易」を 意味した恥のに 対して， ク 

レイの表象した「輸出」が ，綿花の輸出もさる 

ことながら， アメリカ工業製品をも 含む「 輸 

出 」であ ったこと。 ， ). むしろ後者の 方により重 

点が置かれたものであ ったこと・ さらに， 「船 

舶航行」は， クレイ 仁ょ れば， 「自然状態では ， 

農業および製造業に 次いで大切な 産業」であ 

り ， 「二つのすぐれた 産業部門 ( 農業と製造業一 

穂 井 ) の生産物の輸送」にかかわる 事業で，沿 

岸 航行をも含むものと 理解されたこ                   
品 取引にしても ， クレイによれば ，一般的に ， 
ヰクスチニソジ ・オプ・ヰモデイテ ィ 

「商品 の 交換」と理解されたこと。 3). 要 

するに， バーバーは ， 「ブリティッシュ 体制」 

( 国際経済体制 ) を当然のものとして 前提して， 

後に見るよ う に， これを個人の 経済的自由の 発 

露と結びつけて 論じ， 「輸出」， 「船舶航行」， 

「商品取引」なる 用語を表象していたのに 対し 

て ， クレイは「アメリカ 体制」 ( 国民経済 体 WU) 

を構想して，これらの タ一 ; ノロジーを別様に 

表象していたといえよう・ 

同じターミノロジ 一でも，それが 表象した 政 

策 体系の相違によって ， 内容がまったく 異なっ 

ていたことを 知るべきであ る， 

したがって， このような「体系」間の 衝突の 

際にほ， それが観念的であ ればあ るほど， 先 験 

的に政策の客観的効果の 優劣を論じることはと 

てもできない・ したがって，政策体系の 優劣を 

決定するものほ ，結局は「 カ 」 = 「政治力」であ 

った ． 
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批判の第 5 をめぐる論争は ，第 2, 第 3, 第 す鵬 ・ 

4 の論争から派生したものにすぎず ，われわれ 

は，主張の相違をもたらす 背景を， 同様に，容 

易に理解することができる 跨 ・ 

これに対して 批判の第 6, 第 7, 第 9 は， 両 

者の対立のいわば 決定的争点ともいえ ち もので 

あ った， ここでは， アダム・ ス、 スの 経済学に 

立脚するバーバ 一の自由主義経済論が ， クレイ 

の国民経済構築論と 真向から衝突しているので 

あ る・ 

ここで見られる ， 一バ 一の主張が「国民主義 

的経済統制政策の 体系」たる重商主義に 対する 

ス ， スの 批判に相通ずる ， いや， それとまった 

く同じ基調のものであ ることは，改めて 述べる 

までもない 俺 ． しかし， この批判を受けて グレ 

イの 提示した「体系」は ，アダム・スミスが 批 

新事業の開拓と 失業救済・そして 民衆の生活 

上の楽しみの 増大と国民の 富の増進・一一 これ 

がここで語られていることのすべてであ る・ 

産業の成行きは 阻 げらるべきでなく 自由に放 

任さる べ ぎであ るという批判の 第 7 に対して 

は， クレイは次のように 反論する・ 

，，。 ， ナ ， 

地球 は 種々の社 会に分割されております・そ 

してそれぞれの 社会は，他の 社会の繁栄などにお 

構いなしに，すべての 利点を可能なかぎり 自分自 

身に用立てようと 求めております． このことは， 

正しかろうがなかろうが ，つねに事実であ り続け 

るでしょう．・…‥さて ，反対者によって 提出され 

た命題は，古今の 経験によっても ，すべての国に 

おいても，論駁されうるものだと ，私は主張しま 
判の対象とした 18 世紀イギリスの 重商主義経済 

体制とは， まったく異質のものであ った・ クレ 

イは次のように 云う・ 

す ．保護を受げない 産業が保護を 受けた産業との 

闘いでなぜ勝利を 占めるはずがないかと ，もし問 

われますれば ，事実 (FACT) がつねにそうだっ 

た．それで十分だとお 答えいたしま よ う， このよ 

オ キ耳ペイ シ Ⅰ ソ 

これまでわが 国に存在しておりました 職 業， 

すなわち， 葮業 ，商品取引業，船舶航行業，そし 
プヰノ幸 ソシⅠ ソ 

て知的職業は ，競争者で充ち 溢れており，失業が 

深刻に感じられているようにわれわれには 観察さ 

れます． ところでこの 関税法案は何を 提案してい 

るのでしょうか．すべての 人が自分の意思で 選択 

し，それに入ることができる ，新しくて広大な 事 

案分野を開拓することであ ります・何人にもそ 

の職業に従事しなければならないという 強制はあ 

りません．そのことの 効果は ， 旧い事業部門での 

競争を軽減させ ，わが国の資源を 倍加させ，われ 
われの生活上の 慰安を増大しかつ 国民の富を増 

進さすことにあ ります・申し 立てられている 事 

実 ，すなわち，賃金の 上昇は認められません・ 事 

実，現在のような 景気沈滞の折には ，この社会の 

申で ，勤 " 務 " 紬 " 繊 ほど生活に追われているものは 

う な不釣合いな 競争で保護を 受けていない 産業が   
勝利を占めることが 出来ないことは ，一切の経験 

がひとしく証明しておりますし ，それだけで 十分 
． ・ ・ ・ ・ 

だとお答え致しましょう．・…‥覚国の 製造業者が 

止むに止まれぬ 事情から……かれらの 手中に蓄積 

した製品をわが 国の市場に投入せざるを 得ない事 

情が起こることがあ るでしょう．通常の 販路を妨 

害されたか，計算違いのためです・そして 損を覚悟 

の低い価格で 競売をしかけて 来て，わが国の 事業 

所を打ちのめすかも 知れません． この問題視点か 

らは，次の結論が 導き出されます．すなわち ， も 

し われわれがわが 国の産業を案 固 な，安定した 基 

礎の上におきたいならば ，われわれは 保護政策を 

採用しなけれ ば ならないということ ， これです． 

保護政策はいたるところで 成功して来ました 簗 ． 

( 傍点部分は，原文ゲスペルト ， " ほ 柄井 ) 

おりません．このことは ，この社会の 主要な事業 

であ ります農業が 不況に陥っていることの 必然的 

結果であ ります・強壮な 男子の賃金でさえ ，月に 

5 ～ 8 ドルです．しかもこのような 人々でさえ， 

ユニオンのあ る地方では仕事を 失っている状況で 

ここでは「自由放任主義」のメリットが 歴史 

的経験に基づき 真向から否定されている・ 伐 っ 

て，国民的利己心が 現実であ ると強調され ，資 

本投下の国民的相違の 現実があ からさまに呈示 
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されている・そして ， この現実を前提にして ， 

製造業の保護は ，他国の製造業者からの 国内市 

場の侵害に対する 止むに止まれぬ 防衛の手段だ 

と意識されている・ここでもまた 不況克服，あ 

るいは恐慌 吉 不況回避の保護政策論が 表面に出 

て 来ているのに 注目しないわけにはゆかない． 

このことは，批判の 第 9 への反論の中で ， さ 

らに一層明確な 形をとって現われてくることⅤ こ 

なる． 

クレイ は 「禁止政策」の 役割について 次のよ 

うに論じているのであ る・ 

保護の目的は ，技術の確立と 完成 (establish- 

ment and perfection of the arts) にあ ります． 

イギリスはその 目的を完成しました． 目的を全 う 

したのです．・…‥イギリスの 著述家の多くが 禁止 

制度の廃止を 提案しておりますのほ ，まさしくこ 

の理由によります ，その廃止は・ イギリスの産業 

と企業にいままで 以上の活動領域を 提供すること 

にもなりましょう ，それは，同様に 利己的な原則 

に 基づくものです・ イギリスのような 国における 

最も完成された 貿易の自由の 目的と，その 技術が 

幼弱であ ります国の最も 厳格な禁止制度の 目的 

は， ともに完全に 同じものであ るといえます． 両 
ネイブイヴ．インダスト ジ - 

方の場合とも ，これらの目的は 自 国 産 業に 
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 の 廃止を通じて ， 諸 他の国々に自国の 事例に倣 う 

よう説得することができるならば ， 諸 他の国々に 

イギリスの生産物の 消費を拡げる 効果をもつこと 

になりましょう．・…‥合出国側に 立ってこのこと 

を申せば，もしわが 国が貿易制限制度を 採用して， 

外国の労働の 生産物を閉め 出すならば，このこと 

は，幼弱かつ 禾 保護な技術状態にあ るために外国 

製品と競争できない ，アメリカの 生産物の消費を 

拡大することになりましょう．わが 国の技術を保 

護制度の庇護のもとに 棲息せしめよ．わが 国の技 

術をイギリスと 同じくらい完成せしめよ．そうす 

れば，その時，われわれは ，今日， イギリスで語 

られておりますように ，保護制度を 退けて，もっと 

も自由な商品交換に 入ることになりましょう 68,. 

ここでは，保護関税政策を 採用する国と 自由 

貿易を採用する 国との相違が ，技術の確立と 完 

  
  
成の差異として ， 段階的に区別されているので   
あ る・そして，その 差異が， 「国家」の政策 体 

系 のちがいとなっていることを 論証しているの 

であ る． 

「自由であ る」という命題は ， 個々の人間に 

とっては， 「勤勉であ ること」， 「質素であ るこ 

と」， 「己のごとく 隣人を愛すること」という 倫 

理 同様，大切な 命題であ る・ しかし経済の 領 

域における無制約な「自由」は ，国民経済の 構 

築あ るいは維持の 原則と必ずしも 整合性をもち 

ぇ な い ・個人が無制約に 経済的自由を 追求すれ 

ば，国家の経済システムは 成立しない・ 国家が 

自己の経済的独自性を 貫徹しょうと 努めれば， 

個人の経済的自由は 著しく制約されざるを 得な 

い・ ここでは， 「国家」と「個人」の 利害対立 

が， あ たかも自然人同士の 利害対立のごとく 真 

正面から衝突する・ 

かくて「クレイニバーバー 論争」は， 保護関 
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判 の 策 Ⅱ，すなわち ，保護関税政策の 合憲性を 

めぐる論争がこれであ る・ 

それは， アダム・ ス 「 スの 重商主義批判， あ 

るいはそれに 対する 反 批判といった 次元の論争 

とはまったく 性格を異但した 論争であ った・ そ 

れは，貸本主義経済体制のもとにおける「国家」 
の役割を正面から 問題忙した論争であ ったとい 

ってよいものであ る・その意味で ，それは，特 

殊アメリカ 約 論争であ ったといえ よう ． 

われわれは先に 木論文第 7 分冊 1IIC(2)b. で， 

国内開発事業をめぐる 両者の論争を 検討した際 

にも ， まさにこの同じ 問題に遭遇した 恥 ・連邦 

政府の行 な 5 国内開発事業を 違憲だと非難した 

P.P. バーバ一に対して ，ヘンリー・バレイは ，   
一般的福祉のため 仁は，連邦権 の強化は必要だ 

という議論を 提出して，反論した・かの 論争で 

も，当面の論争と 同様， 「 州 主権 」と「連邦 権 」 

が真正面から 激突した・ 
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ァメリヵ 合衆国における「民主主義」と「資 

本主義」の関連を 問 う ことを課題にしているわ 

れわれにとって ， この問題は， けっして避けて 

通れない問題であ る・ 

ク レ イ の反論に耳を 傾げよう   

ヴア ジニアの 紳 仝は，たしかに ，関税法が憲法 

の明文に抵触しているとは 断言しておりません・ 

しかし，憲法の 精神に矛盾していると 考えており 

ます．われわれが ，この国の国内開発事業を 準備 

しようとすれば ，若干の紳仝は ，その前に憲法が 
フオーリ ソ   ポリシー 

立ちはだかっていると 申します．外国の 政策と 

外国産業の競争からアメリカ 産業を保護しようと 

すれば，憲法が 超克し難い障害として 姿を現わし 

ます．わが国の 憲法は大変奇妙な 文書としかいい 

ようがあ りません．わが 国の民衆のためよりも ， 

他国の民衆のために 作成されたもののように 見 

えます．その 機能は，まったく 国内法の及ぼない 

彼方にあ ります．連邦議会は ，合衆国の全国土を 
  

・ 通して劃一的であ ， ・ ， ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ る以外に何の 制限もなく輸入 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 関税を賦課する 権 限を有しております・しかし ， 
連邦議会は，かの 尊敬すべき紳士によりますと ， 

財政目的にだけしか 課税することを 許されていな 

いのです．このことは ，われわれが 憲法のどこを 

探しても見出すことのできない 制限であ ります・ 
， 。 - 

連邦議会に権 限を賦与した 憲法制定者にとりまし 

ては，財政収入が 主たる目的であ ったことは疑い 

あ りません． しかし，憲法を 執行するに際して ， 

国内の諸利益を 保証する目的で ，輸入関税が 設定 

されていけない 理由はどこにもあ りません・それ 

とも，連邦議会は ，輸入関税の 額，および種別を 

取極めることに 関して，一切の 裁量を否定されて 

傍
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この論争の本質的意味を 理解するために ， こ 

こで，われわれは ，再度，合出国憲法の 条文に 

立ち戻らなければならない・ 

連邦議会とその 権 限を明記した 合衆国憲法第 

1 条第 8 節は， よく知られているよ う に，連邦 

政府 ( 行政部，立法部，司法部 ) が「制限された 政 

府 」 (lj 而 ted government) であ ることを示してい 

る．第 1 項から第 18 項までの間に ，その権 限が 

明記されているのであ る・ 

また第 4 条には，「 州 と他州および 連邦との 

関係」が，同様に 明記され，各州の 自治権 がは 

つ きりと記されている・ 

これ 仁 よれば， 連邦政府の権 限 は ， 究極のと 

ころ，「防衛」と「覚交」に 限られ，課税権 も 

国債発行権 もその他の権 限も， これに集約され 

ていた，そして ， ここに列挙されていない 一切 

の権 限は，それぞれの 州 (States respectively) お 

よび民衆 (People) に留保された ( 合衆国憲法，修 

正 第 10 条 ) のであ った・ 

P. P. バーバーは，国内製造業の 保護を目的 

とした輸入関税の 徴収は， 「防衛」と「覚交」 

に限定された 連邦政府Ⅰ議会の 本来の権 限を超 

えた行為だと 理解し， これに反対し 国内製造 

業の発達 は ，本来，「自由放任」さるべ き だと 

主張したのに 対し， ヘンリー・クレイは ， 同じ 

憲法第 1 条第 8 節から， 第 1 項の規定 ( 連邦 議 

会は，下記の 権 限を有する・ 合衆国の公債を 支 
コモソ ・デイ ブヰソス   

払 い ，共同の防備および 合衆国の一般的福祉を 
          ・ クプク ンス チ ヌ - テイ一犬 イソ ポスツ ニ クサイシス 

供するために 租税， 関 税，輸入税，消費税 

を 賦課徴収すること・ただしすべての 関税， 

輸入税，消費税は ，合衆国の全国土を 通して 劃 
    

一 的であ ることを要する・ ( 傍点欄井 ) コを 援用 

して， 国内製造業の 保護を目的とした 輸入税 

は，合衆国の 一般的福祉 (gene,alWelfa,eofthe 

united state,) を 供する課税だとして 合憲性を 

主張したのであ った・ 

論拠が異なるものの 両者がともに 自説の合憲 

性を主張した 議論であ った点に注目されたい． 

われわれの当面の 課題にとって 大切なのは， 

「 州 主権 」論に立脚するバーバ 一の国内製造業 

「自由放任論」が ，結果的には「ブリティシ ュ 

体制」 ( 国際経済体制 ) 容認論と結びついていた 

のに対し 「連邦 権 」強化必要論を 主張するク 

レイの保護関税政策が ， 明確な意図をもって 

「アメリカ体制」 ( 国民経済構築 ) 擁護論そのもの 

であ った事実であ る   
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ここで問題なのは ， 「合出国の一般的福祉」 

とは何かであ る． 

バ ー ，二は「個人」をべ ー スにおき，個々の 

合衆国市民の 自由な活動こそ ， 「合出国の一般 

的福祉」増進の 基礎だと理解したのに 対して， 

クレイは， 「個人」に対立する「国家」の 独自 

な存在意義を 認め，集団としての「個人」 ( 社 

会 ) に及ばす「国家」の 善 なる機能 ( 例えば諸利 

害の調整，生産力の 増強，雇用の 安定． 不況の克服， 

恐慌Ⅰ不況の 回避，そして 国防力 め 増進 ) こそが， 

「合出国の一般的福祉」をたかめる 最大の要素 

だと理解したのであ った． 

バーバー は ， ヴァ ジニ ア 出身の建国の 父祖と 

同一の思想基盤に 立って議論を 進めた．そして ， 

民衆の一人びとりが 自分たちの意思に 基づいて 

代表権 を与え成立させたはずのガ ザァ メント 

( 連邦政府 ) が， 「国家」として 一人歩きし， 民衆 

一人ひとりの 権 利 ( 合衆国憲法修正 第 Ⅰ 一 10 条に 規 

産 されているそれ ) に対立し民衆一人びとりの 

手ではど う にも制御できない 巨大な権 力として 

立ち現われて 来る よう になることを ，極力憧れ 

たのであ った． 

クレイは，諸利害の 調整，生産力の 増強， 雇 

用の安定，不況の 克服， 恐悦Ⅰ不況の 回避とい 

った問題 は ，国防や覚交問題と 同様， 「 州 」の 

取扱 う べき問題でなく ， いわんや「個人」の 自 

由な活動に放任さるべき 事柄でないと 理解し， 

それを「合出国の 一般的福祉」増進のための 

「国家」の機能だと 捉え，バーバ 一の考え方一一 

その一般的・ 抽象的な人間観，社会 観 ，国家 親   
を退けたのであ った， 

保護関税政策は ， こうして， クレ イ にあ って 

は ， まさしく不況克服あ るいは恐慌 自 不況回避 

のための「国家」の 政策として， 「合出国の 一 

般的 福祉」に供する 重要な政策だと 理解される 

ことになったのであ った・ 

「クレイニバー ， : 一 論争」が究極においてこの 

ような観点に 根ざす論争であ った 時 ， 同じく 

「保護関税対策」の 是 否を問題にした「クレイニ 

ウェブスター 論争」は， これとはまったく 異な 
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口 ， 「 ウ レイニウェブスター 論争」 

「クレイニバーバー 論争」が，究極のところ ， 

「連邦 権 」と「 州 主権 」の対立を基礎忙した 論 

争であ ったのに対して ，「クレイニ ゥ ，フスター 

論争」は，正真正銘の 経済論争であ った，「 ア 

メリカ体制」と「ブリティッシュ 体制」の経済 

政策論としての 優劣が， ここで争われたのであ 

る 

この論争は， クレイの「アメリカ 体制」論に 

対する ウニ ブスタ一の 穏 かな， しかし手厳しい 

批判という形をとった・ 

ヘンリー・クレイは ，何度も繰返したが ， ケ 

ンタッキー 州 選出の下院議員 (1824 年関税法制定 

時の下院議長，ジョン・クウィンシー・アダムズ 政 

権 下の国務長官，のち 上院議員 ) で，この時期「ア 

メリカ体制」推進の 代表的政治家であ ったのに 

対して，ダニエル・ ウ ，ブスターは ，マサチュウ 

セッツ 州 選出の下院議員 ( のち上院議員， W.H. 

ハリソンおよび J. タイラ一政権 下の国務長官， M. 

フィルモア政権 下の国務長官 ) で，典型的なニュ 

ーイングランド・イデオローバであ ったことに 

留意されたい・ 

さらに書き加えておくべ き ことは，両者がと 

もに 反 ジャク ソソ 派の代表的政治家であ り， 

1830 年代以降ジャクソン 民主党の対立党， ホウ 

ィッ グ 党を指導した 領袖として， 19 世紀前半期 

のアメリカ合衆国の 政治に絶大な 影響力をもっ 

た 政治家であ ったことであ る・ 

ボストンを中心にした 海運業， 外国貿易，銀 

行業，それに 水産業の発達のはいわずもがな ， 

この時期から 南北戦争までのニューインバラン 

ドは，新興の 木綿工業をはじめ ，在来の毛織物 

工業， 鉄 加工業 ( 金物 業 hardware), 造船業発達 

の中 ，ロ 地でもあ った。 ", 

ここで「典型的なニューインクランド・イデ 

オローグ」とは ，ニューインクランド 内部のこう 
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したさまざまな 経済的利害間の 調和を最大の 政 

策課題におきながら ，かつ，「東部」，「南部」，「西 

部」姉大セクシ ， ン 間の利害調和と 国際間 ( と 

くにイギリスとの 間 ) の利害調和を 推進しょう 

とめざしたイデオローバであ ったことであ る・ 

したがって，当然，かれは ，思想的には 穏健 

派，政策立案・ 推進の面では 妥協派たらざるを 

得なかった・ すなわち，経済政策の 面では， 
「アメリカ体制」にも「ブリティッシュ 体制」 

にも共通して 批判の鋒 先 を向げながらも ， 同時 

に，両者の主張に 寛容な姿勢を 示したし合衆 

国の政治組織のあ り方については ， クレイ流の 

いわば革新的ともいえる 連邦政府Ⅰ「統一国家」 

観に全面的に 与することが 出来ず，どちらかと 
いえば，伝統的なアメリカ 政治思想，ジェファソ 

ンニバーバー 沈め ，「 州 主権 」を基礎にした「 連 

邦制」により 深 い 親近性を示したのであ った・ 

論争は ，大 ぎく次の三つの 点を争点にしてい 

たⅠ． 

第一は，恐慌の 原因をめぐる 問題であ る・第 

二は，合衆国経済の 現状認識に関するものであ 

る．第三は， 強力な保護関税政策の 是非をめぐ 

る問題であ る． 

恐慌の原因をめぐる 両者の対立点は ，端的に 

云えば， クレイが， 「海覚市場梗塞」論と「不 

利な貿易差額」 づ 「正貨流出」論を 組合わせた， 

いわば経済学的には 未整理な二元論に 立ってい 

た樹のに対して ， ウェブスターは ，貨幣制度の 

混乱から導 き 出された「投機の 崩壊論」を双面 

に押し出したの・ 

両者とも，当然のこととして ， まだ資本主義 

生産に内在して 発生する近代的恐慌⑤を 知らな 

い ． 1819 年恐慌が，かれらの 体験した唯一の 恐 

慌であ り，第二対英戦争直後および 1820 年代初 

期の不況が，かれらの 眼前でみることの 出来た 

不況の確たる 事例であ った・工場の 閉鎖と，合 

衆国最大の経済的利害であ る農業者，あ るいは 

プランタ一の 深刻な不況 一 農産物価格の 低落， 

それからもたらされた 所有農場の競売等一一がこれ 

であ る・ 

クレイは， 「海覚市場の 梗塞」が，一つは 外 

国の貿易政策の 変更から，いま 一つは，外国の 

恐慌に起因する 海外需要の激減から 生じたもの 

だと理 - 解した・同時に ，かれは，「不利な 貿易 

差額」 づ 「正貨流出」が ， 1810 年代から 182Q 年代 

の 合衆国では，イギリスの 工業製品の洪水的と 

も呼べる大量輸入 仁 よって招来されているもの 

と理解した・それは ，総額において 合衆国から 

の綿花， タバコ ， 米などの輸出額を 遥かに凌駕 

していたばかりか ，イギリス穀物法によって 輸 

入制限を受けたアメリカの 小麦および小麦粉の 

輸出額をもってしては ， とても埋め切れない 巨 

額な貿易赤字を 形成した・ この巨額な貿易赤字 

が対外支払のため 正貨流出を喚び 起こしたと 

ぎ ，合衆国の全信用構造は 完全に崩壊してしま 
う 。 3)     

したがって， クレイの構想した 恐慌Ⅰ不況回 

避 策 ， あ るいは不況克服策の 眼目は，当然のこ 

とながら， 「海覚市場の 梗塞」への対応と ， 「不 

利な貿易差額」 づ 「正貨流出」の 解消 策 となっ 

た・ この二つを同時に 満足せしめる 解こそ， ク 

レイにとって 保護関税政策であ ったのであ る・ 

クレイの「アメリカ 体制」構築の 要請は ， か 

れのこのような 恐慌 幸 不況観に裏 づ げられてい 

た・だから， 「南部」からの 重要輸出産品， と 

くに綿花の対英輸出保証の 代償として，イギリ 
ス工業製品に 合衆国の国内市場を 開放するとい 

う政策 は ， クレイには堪え 難いものに意識され 

た ・ クレ イ はこの ょう な政策体系を「覚国の 政 

策」 (fo, 。 如 poli 窃 ) と呼び，合衆国の 安定した 

経済発展を阻害する 癌腫だと理解したのであ っ 

た。 Ⅰ 6) ． 

ウ ェ ブスタ一のクレイ 批半 m ま ， このような ク 

レイの考え方に 対する批判であ った ， 

ウェブスターは 次のように云 う ． 

ところで， まず第一に，たしかにあ まり激烈な 

意見を表明すべきではないかと 存じますが，議長 

( クレ イ のこと   楠井 ) が，現在審議中の 法案に 

対して支持者と 反対者を記述するために 採用する 
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い ，全人口を最善の 状態に養って 来た」政策だ 

った 7,) のであ る・だから， ゥ ，ブスタ一にとっ 

ては， この政策こそまさに「諸利害の 調和」を 

めざす政策だったのであ る． 

ウ ェ ブスターは云う． 
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 はいらしゃいません． しかし呼び名には 力がご 

ざ い まず．特定の 立法措置に賛成する 人々 と ，反 

対する人々を 区別するこのようなやり 方は，議会 

の構成メンバ 一の誰もが甘受することのできそ う 

もな い 結論に導く可能性があ ります． それは， あ 

6 種の意見に対してよりも ，別種の意見に 対する 

アメリカ人の 関心に， より排他的でより 特別な配 

慮がなされていることを 含意するものだからで 

す． このような含意は 抵抗されね ば ならないし， 

拒否されねばなりません 切 ． 

ここで「アメリカの 政策」という 用語は，か 

の演説で， クレイが ほじ めのあ いだ使っていた 

用語であ った⑧・ 

ウェブスターは ， この用語が特殊政治的意味 
・ ・ ・ ・ 

をもった差別用語だと 穏 かに極めつげながら ， 

この用語そのもののもつ 問題性   「 ァメ ・ 7 力で 

かつて一度も 用いられたことのな い 政策」だった 点、 

一一を明らかにしたのであ った⑨・ しかもわれ 

われにとって 興味ぶかいことは ，雄弁家で鳴ら 
したウェ ブスターが， 同じレトリックをもっ 

て，「この憎むべきとされている 外国の政策」 

が，同様に， 「覚国ではかつて 一度も追求され 

たことのなかった」政策だったことを 暴露して 

いる点であ る 仙 ， ウェブスタ一に ょ れば， クレ 

イが 「覚国の政策」だと 呼んだ政策こそ ， 実 

は， 「何よりも真実なアメリカの 政策」 (the 

truestAmerican policy) だったのであ り， 「アメ 

リカの資本とアメリ ヵ の労働を最も 有効に用 

のであ ることは，私にとりまして 基本的な公理で 

あ り，私のすべての 意見と深くかかわっている 考 

えであ りますれ ). 

ここで， ウェブスター は ， クレイの立論を 逆 

立ちさせて，独自の「諸利害調和論」を 語って 

いるのであ る・そして， この「逆立ち」が ，か 

れの恐慌Ⅰ不況の 考え方に，次のような 形で影 

をおとした． 

ウェ ブスターは ， 「当面の経済的災害を ィ @  サ ル 諸 価 
プ レ ヴ ン ヤ 

格の下               押しと，一部にみられた 経済的圧迫 

だと考え」，かかる「災害の 諸原因を調べること」 

が，保護関税政策批判の 理論的・現実的前提だ 

と考えた 向 ． 

ところで く depression ノとく pressure ノ をも 

って当面の合衆国の 経済的現状だと 捉えたの 

は， 決してウ ェ ブスタ一の専売特許ではない・ 

クレ イ もまた同様であ った， ただ両者の違い 

は， グレイがその 原因を「輸出の 減少といった 

たった一つの 原因」に帰属せしめたのに 対し 

て ， ウェブスターが「いくつかの 原因」に求め 

たところにあ ったの． 

どうしてこうした 相違が生じたのか． 

ウ ェ ブスターは， クレイが「通商諸国家との 

関係や ， 到るところで 発生している 大きな 諸変 

化」に観察の 眼を向けず， アメリカ国内の 状況 

にだけ意識を 集中しているからだと 批判す 

る何 ・ そしてこの観点から ， 当面の経済的災害 
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・ ・ ・ ・ ・ 

のよって来たった 複数の原因を 説明したのであ 

った， 6,. 

第一は国際政治面で 生じた大きな 変化の結果 

であ った・ ナポレオン戦争の 終結によってもた 

らされた「平和状態の 回復」がこれであ る，， ). 

これが国際経済面にも 大きな衝撃を 与え，「道， ィ   
商 界 全体であ らゆる商品の 著しい価格 低 

落」を喚び起こした ，，，・それは「戦時」から 

「平和状態」への 回復に伴 う 急激な反動であ っ 

た   

第二は国内的な 特殊条件であ った・ ここでも 

ナポレオン戦争の 影響は無視できない・ 合衆国 

はその一環として 第二対英戦争 (1812-15 年 ) に 

参加した・そして ，そのことによって 招来され 

た次の二つの 事柄が，異常なほどのインフレー 

シ， ンを 導き出し，投機を 刺激し結局は ，以 

下にみる国際金融市場での 金融逼迫によって 崩 

壊し去ったのであ る， 

一 つは ， ウェブスタ一に ょ れば， 「戦争に突 

入して新しい 需要が創造されたこと」と「年々 

25 百万ないし 30 百万ドルにものぼる 政府支払」 

に伴 う 諸価格の引上げであ り⑨，いま一 つは， 

諸銀行の紙 券 発行 増臣 貸出増   これは，先に 見 

たよさに，銀行の 正貨支払停止によって 助長された 

( 楠井 )    に刺激された 諸価格の投機的昂騰で 

あ る ' 。 ， ・ とくに後者は ， 「物事を覚見だけでし 

か見ない人には 偉大なる繁栄」のように 見えた 
スビーシス． プヰスペ 

かも知れないが ，実際は，たんに「見かけだけ 
" ティ 

の繁栄」を創出したにすぎなかった。 ，，． 

この「見かけだけの 繁栄」を崩壊させ ，合衆 

国を 1819 年の恐慌に導いたもの   それは， ウ 

ェブスタ一に ょ れば，輸入増と 輸出減からもた 

らされた貿易収支の 赤字に伴う合衆国からの 正 

貨流出 ( クレイ ) ではなく，国際金融市場で 発 

生した複数の 原因から招来された 金融逼迫のア 

メリ ヵ 貨幣市場に及ぼした 影響であ った． 

一つは， 「イギリス下院が 決定した 1820 年 2 

月を目途としたインバラ ソド 銀行の正貨支払再 

開」の準備に 伴 う ロンドン貨幣市場での 資金需 

給の引締りであ る 眈 ． 

二つは， ナポレオン戦争に 対するフランスの 

賠償支払に伴って 生じた，はじめパリで 起こ 

り，のち「アムステルダムとハンブルバに 伝わ 

り，次いで北ヨーロッパの 諸 他の商業地 仁 伝播 

した」正貨枯渇の 状態であ る， ョ 一口， パ 諸国 

で「異常なほどの 金銀需要」を 喚起した元凶は 

賠償支払のためにフランス 政府が発行した 公債 

であ った "). 

三つは， これら国際金融市場における 資金 逼 

迫 め ，イギリスの 投機 熱 に及ばした冷却効果で 

あ る・ナポレオン 戦争 期 の 免換 停止 期 ，イギリ 

スの紙幣制度は ， 「財産価値に 人為的要素を 付 
オ - バートレイプイソⅠ 

如 し投機を助長し 無理な買付けを 刺激し 
た 」・ ところが「膨れ 上がった，不自然な 諸価 

格は」，大陸とイギリスで 同時に起こった 上記 

の貨幣市場の 逼迫によって ， 「 40% とはいわな 

いまでも，少なくとも 30% 程度」の価格低落に 

帰結した・投機熱は 崩壊した 幻 ． 

そして最後に ，四つは， これら国際金融市場 

の資金需給逼迫からもたらされた 貴金属流出と 

アメリカ貨幣市場の 崩壊であ る・「見かけたげ 

の繁栄」は潰え 去った 胡 ． 

クレイが恐慌Ⅰ不況分析の 座標の原点に 合衆 
・ ・ ・ ・ 

国の産業を据えたのに 対して， ウェブスターが   

国際金融市場を 動ぎ回る遊休資金をおいた 観点 

の差異に注目されたい ， 

次に，保護関税政策を 不要だとする 論拠とも 

なった ， ゥ ，ブスタ一の 合衆国経済の 現状認識 

を考察しておこう． 

ここでもわれわれはクレイとの 認識の著しい 

ズレ を見出す・ 
アイストレス 

「私は議長の 描かれたかの 不況の絵画にっ い 

て，その正当性に 全面的な異議を 唱えるもので 

あ ります・私はかつてそれが 実在しているのを 

見たこともあ りませんしそれがどこに 存在し 

ているのかも 知りません」 8 ㊤． 

われわれは，本分冊のはじめの 部分 (Pp.57- 。 - 

㏄ ) で， この時期の合衆国の 全般的景況を ，で 

きるかぎり偏見を 懐かないように 心を配りなが 
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ら， 予め整理しておいたから ， クレイ と ウ ェブ ・ 

スタ一のここでの 観察のいずれが 事実を正しく 

捉えていたか ， あ るいはまた， どのような観点、 

から事実に迫っていたかを 知ることができる・ 

したがって， ウェブスタ一のこのような「 切 

り 出し」に直面しても ， さほどびっくりするこ 

ともない・ そして Ni ビ les, Wgge ゐゆ R 笘虚ダ ， 

XXVI(1824) の次のぺ ー ジに見出される 要約を 

見て安心する・ 

そこにはこう 書いてあ る・ 

現在の状況について 公正に調査 い たしました一 

般的結果から ，以下の事柄が 明らかにされるよ う 

に私には思われます．諸価格のかなりの 下押しと 

利潤の低減がございますこと ，そして   このこ 

とは認められねばならないことですが   諸価格 

のための時期ではないし 経済活動は異常なほ 

ど盤上がった 時代でもなく ，投機がうまみのあ 

か
し
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に
 
ている」・ しかしそれは ，クレ イ が提示したよ 

うなく depreSSion ノ でもなけれ ばく diStreSS ノ 

でもない 88), と ・ 

次ぎに ウェ ブスターは，輸出について 次のよ 

うな事実を指摘する・ 

「確かに数年双のものに 比較すれば少ないけ 

れども，昨年 (1823 年   桶 井 ) をとってみれば ， 

過去数年間の 輸出データに 基づいてつくられた 

平均値より遥かに 低いというものではなかっ 

た 」 89), と・ 

その中味についても ， クレ イ がとりわけ問題 

にした農産物，畜産物， 森 産物，海産物， それ 
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 薬

ら
 

火
れ
 

に
こ
 

かと思います．上に 記しました事柄は ，全般的不 

況の外観を ， 全ての事象局面で 提供するに十分な 

ものでないからです 騎 ． ( 傍点部分は原文イタリ 

ック ) 

われわれは， ここで， クレイ と ウ ェ ブスター 

が，当時の合衆国経済の 現状把握に際して ，全 

般的には，同じ 事象をたんに 量的な違いとして 

見ていた事実を 知ると同時に ，両者の重点の 置 

きどころの相違が   したがって，観点の 相違 

が   まったく異なった 政策 観 をもたらした 事 

実を確認しておかねばならない・ 

ウ ，ブスタ一の 現状認識は次のものであ っ 

た」． 

まず，ウェブスターは ，かれの最もよく 知って 

いるニューインバランド 諸州の状況から 説 き趣 

こし，それが 自分には，「現在，全般的にみて 繁 

栄期 のように」思われると 指摘する・「たしかに 
アクイ ジ ン拮ソ 

大なる利潤のための プ 。 フィ ソ， ， そして突然の ァクィ 取得 ジ ン，ソ 

であ ったのに対して ， 

1821 年 $@45,643,175 

1822 年 48,782,295 

1823 年 55,8 ㏄， 491 

となって明らかに 漸増していることが 注目され 

ねばならない。 。 ). しかも大切なことは・ この ょ 

う な農産物の輸出増が ，人口の増加ぺ ー ス と 同 

一でな い ことであ る 9,7. 

第三に「内需」の 分析に入りながら 次の ょぅ 

にい う ． 

「民出の全般的生活条件」を 判断する一つの 

指標ともいえる「消費された 生計手段」 (m 。 、 ns 

of sub,i,t 。 n 。 e 。 。 n,umed) の量，すなわち ， 「生活 

慰安品」 (comfo 「 ts of lif 。 ) の使用量は，全体 と 

して正確に計量 し 難いものであ る。 ". 

しかし と ウ ェ ブスターはいう． この時期， 

「茶の使用は 完全な意味での 著移品 でないが，さ 

りとて絶対的意味での 生活必需品」でもない・ 

その 範 蒔を超えた存在だと・だから ， ウェブ ス 
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タ （は，にの消費が ， 不況期には減少し ， 繁 

栄期には増大する」傾向にあ ることに着目し 

て③。 この品目の消費量の 増減を目安に ， 当時 

の消費購買力の 状況を測定しょうとした・ 

ゥ ，ブスタ一に ょ れば， 1790 年から 18 ㏄年の 

Ⅱ年間の茶の 平均消費量は 2.5 百万重量ポンド 

であ ったのに対して ， 1801-1812 年のⅡ年間の 

平均は，約 3.0 百万重量ボンド ， 1821 年， 1822 

年， 18% 年 3 年間の平均消費量は ，実に 5.5 百 

百重量ポンドとなっていて ，全般的に消費購買 

力の増加が示されている。 4). 

「全般的繁栄 度 」を白 5 別の尺度であ る国内 

開発事業の進展 度   「道路，橋梁，運河建設のた 

めの資本投資」   についても， ウェブスターは 

「支出を上回る 所得残高」の 存在 一 - 「現世代が 

次世代の利益のために 有益に付与しっつあ る剰余 利 

? 閏 」の存在   を認めた 蝿 ・   
さらに，教育費の 不断の増大， 中 ・高校 おょ 
カレッジ 

び 大学での在学生の 増大，公的慈善事業や 一般 

の 慈善事業への 寄付金の増加，財政収入の 不正 

時期の合衆国で ， クレイに代表されるウルトラ 

「アメリカ体制」派の 論陣の双に屈服すること 

になったといえよう・ 

クレイ は ， まさに「、 クロ不況」の 原因をと 

ことん追求しその 因果関係を，さながら 仝 日 

の 産業連関分析のような 鮮 かな仕方で解明し 

建国後の合衆国における「国民経済」の 未確立 

な状態を浮 き 彫りにした・そして ，強力な政策 ンメ 

テム 体系の必要性を 提起した・これに 対して， ゥ， 
ブスタ（は ， 「マクワ好況」の 現状に満足して ， 

国民国家に よ る明確な経済政策の 立案を拒否し 

たのであ った・ 

ウェブスタ一の 次の指摘は ，ナフ れわれにとっ 

ていかにも興味ぶかい・ 

価格の下押しと 景気の停滞は ，実際，状況のも 

たらした必然的結果であ りました・いかなる 政府 

といえども，それを 阻止することなど 出来うべく 

もあ りませんし，いかなる 政府もそれが 及ぼす効 

果から民衆を 完全に救済できるものでもあ りませ 

し
 」
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を
 

 
 

 
 

欠
 」
よ
か
が
 

利
 

 
 

 
 

込
 時
し
み
 
ス
易
 

 
 

た
 て
親
。
 
外
 

で
あ
 
国
 
，
態
も
 

の
た
が
に
事
も
 

た
 
い
わ
 
働
は
利
 

し
て
が
労
れ
 権
 

愛
 
し
と
の
 
わ
 
の
 

 
 

栄
 
に
そ
わ
・
 
べ
 

 
 

難
聚
 
乳
管
 

て
せ
 
い
 打
海
 た
る
 

っ
 全
て
の
し
 
す
 

か
，
し
国
起
続
 

は
は
持
が
喚
 継
 

れ
れ
 
維
わ
を
 も
 

わ
わ
 
を
 
，
 要
で
 

れ
れ
立
物
 
需
ま
 

わ
わ
 
中
産
な
っ
 

だ
 
生
大
 
い
 

ん
す
 
い
 
の
巨
が
 観察していた・ 海運業の，恐らく 外国貿易以上 

とも思える損失を 観察していた 9'). そして， こ 
ホーム " 

のような業種における「不況」に 比べれ ば 国内 
マ ヰヰフ ァク ナヤ 造 興 業 は ，不況どころでなく ，保護を必要と 

しない産業だと 論じたのであ る。 ". 

かかる其体的例証に 基づくウ ェ ブスタ一の 

「現状分析」を 見ていると，われわれは ，今日 

のマクロ経済学による「現状分析」を 見ている 

ような錯覚に 陥る・今日の 用語を借りてその 

「分析」の特徴を 一言でいえば ， ウェブスタ（ 

は， ここで， 「ミクロ不況」，「マクロ 好況」を 

提示したといえよ う ・ 

それ故にこそ ， ウェブスターは ， 今日の「マ 

クロ経済分析」が 抱えているのと 同じ問題 桂 を 

さらけ出して ， ナショナサ ズム の横溢するこの 

ち 合わせていません．平和の 回復とともに ，諸国 

家は相互に鍋を しのぎ 削り合い ， 大きな追求対象を 求 

めて，わが国と 競争に入ってくることでしょう 朔 ・ 

なんという経済的放任主義 ! 一一 ここには， 

ヴァジニアの 紳士，バーバーが 論拠としたあ の 

大切な命題，連邦権 を侵・・・・・・・ の強化は，個人の ・・・・・・・ 自由権 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

害する可能性が 強いから拒否さる べ ぎであ ると 

いう命題さえ ，放棄されている・   だが，われ 

われは公平を 期すため， ここで議論を 打ち切っ 

てはならない．ウェブスタ 一の演説のなかに は ， 

当時の経済状況に 対して，かれなりのきわめて 
大切な救済策が 提案されていたからであ る・ そ 

れは，金融政策と 呼んでもよいものであ ったが， 

まだ「国家」の 政策にまで展開されてはいない・ 
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この政策がかれの 恐慌 観と 結びついて提出さ 

れたものであ ったと述べれば ，読者は，われわ 

れが， なぜ， かくもくどくど とゥ ，ブスタ一の 

所論を分析して 来たかの理由をご 理解いただけ 

るかと 思け ・ 

1819 年恐慌に関する ウェ ブスタ一の分析は ， 

さきに整理した よう に，国際金融市場を 動きま 

わる遊休資金を 座標軸の原点に 置いたものであ 

った ． 

そこで，遊休資金そのものが ，例えば，マル 

クスやケイソ ズ がそうしたように ，理論的に問 

題にされたのではない・ これらが管理されない 

ままに投機用の 資金として自由 v こ 活動し，世界 

中の金融市場に 大きな影響を 与えたメカニズム 

が 問題にされたのであ る・合衆国についていえ 

ば， この遊休資金は ， 1819 年恐慌に先立つ 時期 

に ，いわゆる「金余り 現象」を作り 出して「 見 
ビーシアス・ プヰスベ サティ 

せかけだけの 繁栄」をもたらしたかと 思 けと， 

あ る日突然活動部面から 撤退して， 「見せかけ 

だけの繁栄」を 一瞬のうちに 泡沫のごとく 破壊 

してしまった・ ウェブスターは ， まさにこの 恐 

るべきの国際的遊休資金の 運動のメカニズムに 

着目したのであ った・ 

そして ウ ェブスターは ， 管理されない 減価し 
  

  
た 銀行券が， 「金余り」と「見せかけだけの 繁 

栄 」を作り出し しかも， あ る日突然， そのす 

べてを崩壊さす 恐るべき経済的機能をもつもの 

だと正確に看破したのであ った・ 

この点でウ ェ ブスタ一の分析は ， クレイとは 

違った意味で ， 恐るべき直観方に 裏 づけられた 

すぐれたものであ ったといえよ ら ． 

だが，われわれは ， ここで，感嘆の 念ばかり 

告白しておくべきではない・その 歴史的背景を 

究明しかれの 観察二分析を ，本論文の本来の 

課題と可能なかぎり 関係づけておかれ は ならな 

Ⅰ へ   

われわれは，すでに 本論文Ⅱ rl 。 。 ' で 次のこ 

とを論じておいた・すなわち ， ウェブスターが 

その政治活動の 本拠においたニューインバラ ソ 

ド では， まさしくこの 同じ時期， 1819 年恐慌の 

経験に懲りて ，将来起こり ラ べき「見せかけだ 

けの繁栄」を 防止し経済活動を 安定成長路線 

に乗せるための 貨幣制度の整備が 進められてい 

た， と ． 

読者は，その 制度こそ，減価した 銀行券の排 

   
 

 
 

絞
め
 「
 

券
は
 

と
 行
い
 

除
銀
る
 

も 安定した価値を 有する 
サウ ソ ド， 。 。 ， 。 - 

た ，「健全通貨」主義あ 

主義に裏 づけられた， 

「サフォク銀行券 鉛却 制度」であ ったことを想 

起されるであ ろう・ この制度の確立の 時期が， 

まさに 18 羽 年 のことであ ったことは，決して 偶 

然なことでほない・ この制度は・ 減価の著し 

い，価値の不安定な 地方銀行券の 価値を，価値 

の 安定した，信用度の 高いボストンの 銀行券の 

価値に可能なかぎり 近づけ，ニューイソ グラソ 

ド 地方全域の通貨価値の 安定をはかろうとして 

設立されたものであ った． 

合衆国では，建国から 南北戦争までの 時期， 

各州 州 議会の特許によって 銀行が設立されるの 
スティ。 ・，， ソキ ， グ ．ンステム 

が一般的であ った ( 州法銀行制度 ). そのた 

め，銀行制度の 国民的統一は 望むべくもなく ， 

各州法銀行は ，発券銀行としての 特性を生かし 

て， 殆ど正貨準備の 裏 づけもないまま ，デザイ 

ンも大きさも 形式も異なる 多様な銀行券を 大量 

に発行し資金需要に 応じて貸付けた・そのた 

め，多くの銀行券は 価値を減価しており ， 商取 

引を著しく阻害していた・ 

この問題を解決することこそ ， 当時， 商 ・ エ 

銀行業の中心であ ったボスト ソ の商人及び銀行 

家の最大の経済的関心事であ った． 

ニューイソ グラソド 全域の諸銀行の 協力のも 

とに， 地方銀行券の 鈴 却 と正貨 免 換を保証し 

て，銀行券の 価値の安定をはかろうとした「サ 

フォク銀行券 鋪却 制度」は， このような商工業 

界および銀行界の 要求に応じる 目的で設立され 

たものであ った・ 

ウ ェ ブスタ一の議論がこの 問題と深くかかわ 

っていたことはいうまでもない・ 「私は， この 
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した，そして 最も嘆かわしい 原因だと思いま New York 1962; S ， Rezneck ， Business De ， 

す 」Ⅲ ). かれは， 自信をもってこ う 断言した・ 

だが，われわれは ， ここで，再度，次のコメ 

ントを付け加えることを 忘れてはならない・ 

ウェブスタ一の 提起したこの 大切な問題は ， 

本来， 「国家」の政策であ るべきものであ った・ 

しかし ゃェ ブスターには ， その ょう には理解 

できなかった ， と ． 

それは， 恐らくニューインバランドのおかれ 

た歴史的特殊事情と 係 わる問題であ ったろ う ・ 

ニューインバランドのローカル・イソ タ レスト 

志向は， 「南部」のそれと 同様， 堅固なもので 

あ ったからであ る・ 

こうしたウ ェ ブスタ一の限界を 乗り超えよう 

とした人．   それは，他でもない・ フィラ デ 

ルフィアの金融家で 第 - 合衆国銀行第姉代総 

裁， ニコラス・ ビ ドルであ った・ 

18% 年に就任以来， ビ ドルは， まさにこの間 

題の解決に心血を 注いだ・われわれは ，本論文 
HIID(5U において 1825 年イギリス恐慌との 関係 

を問題する際，かれの 政策を全面的に 取扱 う だ 

ろう． 

ゥ ，ブスタ一に 関連しては，いま 一つ，かれ 

の 保護関税政策批判論を 正面から取扱 う 仕事が 

残されている ， しかし，当面の 課題に即して 必 

要だと思われる 論点はすべて 論じづくしたの 

で， これ以上微細に 入ることは避けたい・ 

主
 
5
 

Ⅰ ) 稲井敏朗「 肝 アメリカ体制 コと アジャクソニア 
ン・デモクラシー J1 (6) 」，『横浜経営研究』，Ⅷ / 

3 (1987.11). 
2) 欄井敏朗「 仁 アメリカ体制 山 ・ ロジャクソニア 

ン・デモク シ -] (7) 」， F 横浜経営研究』， Ⅸ 打 

(1988.6). 
3) 1819 年恐慌について ，詳しくは， 楠井 敏朗 子ア 

メリカ資本主義と 民主主義コ ( 多賀出版， 1886 
年，第 2 章， を参照． 

4) 本文に纏めた 1819 年恐慌の影響については ， さ 

し当り， R.C.H. ㏄ tterall, TheSeco れ援 Ba 庇 

0 ダ the UnnitedState$l Chicago 1960 ， pp.68- 

92; M. N.  Rothbard,  T ん e Pa0%tc  o/  78 フ 9, 
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って設立され ，戦後不況期に 0 ， 1819 年恐慌後 

の不況期にも 大した 影 軒を受けず繁栄し 続け 
た， アメリカ経営史上初の 紡績一貫の大工場を 
もった，ボストン・マニュファクチャリンバ・ 
カン，。 ニ一を模範にして ，同様にボストン 貿易 

商人によって 設立された，合理的大規模な 工場 
群 であ った． 

後者は， イギリスのアークライト 工場で働い 
ていた移民職工， サ、 ュ ェル・スレイダーが ， 

ロードアイランド 州プロヴィデンスの 商人をパ 
ートナーとして 設立した「アークライト 紡績工 
場」に端を発する 小工場 群で ，準備・ 織布 ・ 仕 
上工程を援村の 下請けに担当させ ，全体として 
これを統轄するところに 独自性があ った ， 

1819 年恐慌後の著しい 特徴は・この 恐慌で農 
村の下請 ( とくに織布 エ ) が破滅したことによ 
り，本文でみたとうに ，「ロードアイランド 型」 

工場の多くが ，積極的に力織機を 自工場内に取 

り入れ， 自らも，「ウォルサム 型 」工場同様， 
紡織一貫工場として 合理化を達成したことであ 
る． 

しかし合理化達成後も 両者のあ いだには， 
性格上の相違は 残った， 
第一は，企業形態の 相違であ る． 「ウォルサ 

ム 型 」は，本来，企業形態として 株式会社形態 
を採用し 1820 年代以降の発展は 株式増資の形 
態をとったのに 反して，「ロードアイランド 型」 

は ，個人企菜から 出発した企業が ，パートナー 
、 ンップ ， さらに法人格を 有さない合本会社 
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